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文 教 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２３年３月１１日（金）午前１０時　２分　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　４時３９分　散会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 柴田繁勝  副委員長 野原　修  委　　員 南野直司

委　　員 渡辺慎吾  委　　員 安藤　薫 

１．欠席委員

なし



１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 教育長　和島　剛

教育総務部長　馬場　博 同部理事　市橋正己

同部次長兼学校教育課長　前馬晋策　　　　　同部参事兼教育研究所長　以登田　毅

総務課長　岩見賢一郎 同課参事　日垣智之 学務課長　大橋徹之

学校教育課参事　谷田　学 人権教育室長　北橋ひとみ　教育研究所参事　平尾俊次

生涯学習部長　宮部善隆 生涯学習スポーツ課長　小林寿弘　同課参事　上　清隆

青少年課長　門川好博　 市民図書館長　池上敦実

１．出席した議会事務局職員

事務局局次長　藤井智哉 同局書記　寺前和恵

１．審査案件（審査順）

議案第　１号　平成２３年度摂津市一般会計予算所管分

議案第　９号　平成２２年度摂津市一般会計補正予算（第５号）所管分

議案第１８号　摂津市民図書館等協議会条例制定の件

議案第２２号　特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

　　　　　　　を改正する条例制定の件

議案第２５号　摂津市青少年運動広場条例の一部を改正する条例制定の件

議案第１９号　摂津市教育センター条例制定の件
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（午前１０時２分　開会）

○柴田繁勝委員長　ただいまから文教常

任委員会を開会します。　

　理事者から、あいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　先日来、各会派の代表質問等いろいろ

御苦労さまでございました。引き続きま

して、本日また委員会をお持ちいただき

まして、大変ありがとうございます。

　きょうは、過日の本会議で当委員会に

付託されました所管分について御審議を

いただくわけでございますが、どうぞ慎

重審議の上、御可決いただきますよう、

よろしくお願いいたします。

　一たん退席させていただきます。

○柴田繁勝委員長　あいさつが終わりま

した。

　本日の委員会記録署名委員は、安藤委

員を指名いたします。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しています案のとおり行うことに異

議はありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○柴田繁勝委員長　異議なしと認め、そ

のように決定します。

　暫時休憩をいたします。

（午前１０時３分　休憩）

（午前１０時４分　再開）

○柴田繁勝委員長　再開します。

　議案第１号所管分、及び議案第９号所

管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　馬場教育総務部長。

○馬場教育総務部長　それでは、議案第

１号、平成２３年度摂津市一般会計当初

予算のうち、教育総務部総務課及び学務

課が所管しております事項につきまして、

予算書の事項別明細書の目を追って、そ

の主なものについて補足説明をさせてい

ただきます。

　まず、歳入でございますが、３０ペー

ジからの款１３、使用料及び手数料、項

１、使用料、目６、教育使用料の主なも

のといたしましては、幼稚園の入園金及

び保育料等となっております。

　次に、３６ページからの款１４、国庫

支出金、項２、国庫補助金、目４、教育

費国庫補助金の主なものといたしまして

は、小・中学校の理科教育等設備整備費

補助金、それと３９ページ、支援教育就

学奨励費補助金、幼稚園教育の振興を図

るための就園奨励費補助金、とりかい幼

稚園の公共下水道供用開始による、排水

設備工事に伴う義務教育施設整備費補助

金などでございます。

　次に、５４ページ、款１９、諸収入、

項３、貸付金元利収入、目１、奨学資金

貸付金元金収入は、経済的理由により高

等学校等への就学が困難な生徒に対し、

貸し付けいたしました奨学資金の償還金

となっております。

　次に、５６ページからの項４、雑入、

目２、雑入のうち主なものといたしまし

ては、５９ページに記載いたしておりま

す小学校の給食物資購入にかかります学

校給食費負担金、学校等における事故に

備える日本スポーツ振興センター掛金、

せっつ幼稚園及びとりかい幼稚園で実施

いたします市立幼稚園預かり保育利用料

などでございます。

　引き続きまして、歳出につきまして御

説明申し上げます。

　１６２ページをお開きください。

　款９、教育費、項１、教育総務費、目

１、教育委員会費は、教育委員にかかわ

る経費となっております。

　目２、事務局費は、教育委員会事務局

の運営全般にかかわる経費で、職員の人

件費を除くその主なものといたしまして、
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１６５ページの報償費は、新入学児童に

対するランドセルの購入や、個人登録を

していただいている小学校や幼稚園の来

訪者受付員等の経費となっております。

　同じく需用費は、小学新１年生に貸与

する防犯ブザーの購入費や、受付員の制

服など安全対策事業にかかる経費、また

コピー機やパソコンなどのＯＡ機器や、

公用車両の管理経費等となっております。

　同ページ、委託料は、児童の通学時に

おける交通安全を確保する交通専従員業

務委託料、安全対策事業として、団体登

録をしていただいている小学校及び幼稚

園での来訪者受付員等の委託料などでご

ざいます。

　使用料及び賃借料の主なものは、支援

学校などへ通学する肢体不自由の児童・

生徒を対象に、自宅から通学のバス停な

どまでのタクシーによる送迎経費等でご

ざいます。

　１６７ページ、貸付金は、経済的理由

により高等学校等への進学が困難な生徒

への奨学資金でございます。

　次に、１６８ページから１７０ページ

の項２、小学校費、目１、学校管理費は、

小学校１０校の学校運営のための消耗品

費、光熱水費、備品購入費等の経費で、

施設の維持管理のための委託点検経費、

及び施設や設備の維持補修のための経費

となっております。

　１７０ページ、目２、教育振興費は、

国庫補助の対象となります理科・算数教

材器具購入のための備品購入費、それと

経済的理由により就学困難な児童に対す

る扶助費などでございます。

　同ページから１７２ページにわたりま

す目３、保健衛生費は、学校保健安全法

に基づき委嘱いたしております学校医等

に対する報酬や、児童・教職員に対する

各種健康診断委託料等の経費でございま

す。

　続きまして、同ページの目４、学校給

食費は、小学校給食に要する経費で、主

なものといたしましては、非常勤の給食

調理にかかる賃金、給食施設等の維持補

修にかかる修繕料、給食食材の材料費、

それと鳥飼西小学校及び鳥飼北小学校の

給食調理業務にかかる委託料、及び経済

的理由により就学困難な児童の給食費に

対する扶助費等でございます。

　同ページ、目５、支援学級費は、小学

校の支援学級の運営経費でございます。

　次に、１７４ページの項３、中学校費、

目１、学校管理費は、小学校と同様、中

学校５校の管理運営のための消耗品費、

光熱水費、備品購入費等の経費、施設の

維持管理のための委託点検経費、及び施

設や設備の補修のための経費でございま

す。

　続きまして、同ページからの目２、教

育振興費は、これも小学校と同様に、国

庫補助対象となる教育に必要な備品の購

入に要する経費や、経済的理由により就

学困難な生徒に対する扶助費などとなっ

ております。

　続きまして、１７６ページ、目３、保

健衛生費は、小学校と同様に、学校医等

に対する報酬、及び生徒・教職員に対す

る各種健康診断などの経費でございます。

　続きまして、同ページ、目４、支援学

級費は、中学校の支援学級の運営経費等

でございます。

　目５、建設事業費は、第二中学校体育

館の耐震補強等工事の実施設計にかかる

経費でございます。

　同ページからの項４、幼稚園費、目１、

幼稚園管理費は、幼稚園３園の運営のた

めの消耗品費、光熱水費、備品購入費等

の経費、及び幼稚園施設整備の修繕や保

守点検等に要する経費、また平成２４年
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４月に「（仮称）べふこども園」を開設

するために必要なべふ幼稚園の改修工事

等にかかる経費や、とりかい幼稚園の公

共下水道接続工事の経費などとなってお

ります。

　続きまして、１８０ページ、目２、教

育振興費は、幼稚園教育の振興を図るた

めの私立幼稚園就園奨励費補助金、また

私立幼稚園園児の保護者に対する保育料

の負担軽減のための私立幼稚園園児保護

者補助金などでございます。

　同ページ、目３、保健衛生費は、小学

校、中学校と同様に、園医等に対する報

酬及び各種健康診断等の経費となってお

ります。

　以上、総務課及び学務課が所管してお

ります、平成２３年度一般会計歳入歳出

予算についての補足説明とさせていただ

きます。

　続きまして、議案第９号、平成２２年

度摂津市一般会計補正予算（第５号）で

ございますが、これにつきましても、教

育総務部総務課及び学務課が所管してお

ります事項につきまして、その主なもの

について補足説明をさせていただきます。

　まず、８ページの第３表、繰越明許費

のうち、所管しております事業について

説明をさせていただきます。

　まず、款９、教育費、項２、小学校費、

小学校耐震補強等事業は、千里丘小学校

体育館の耐震補強等工事を行う費用など。

次に、小学校給食調理場改善事業は、摂

津小学校の給食調理場等の工事の費用、

また小学校学習環境改善事業は、すべて

の小学校の普通教室に設置するエアコン

の工事の費用などで、いずれも平成２２

年度、国の一次補正での、安全・安心な

学校づくり交付金の対象となりますこと

から、国費採択の申請を行い、この３事

業にかかります交付金につきまして、平

成２３年１月１７日付けで交付決定をい

ただき、今回の補正において計上し、全

額を繰り越して執行いたすものでござい

ます。

　以上、繰越明許費の説明とさせていた

だきます。

　次に、１３ページからの歳入歳出補正

予算事項別明細書で目を追って、主なも

のにつきまして説明させていただきます。

　まず、歳入でございますが、２０ペー

ジ、款１４、国庫支出金、項２、国庫補

助金、目４、教育費国庫補助金は、先ほ

どの繰越明許費で御説明させていただき

ました、千里丘小学校体育館の耐震補強

等工事、摂津小学校の給食調理場等工事、

全小学校の普通教室に設置するエアコン

工事にかかる、安全・安心な学校づくり

交付金となっております。

　次に、歳出のうち職員の人件費を除く

項目につきまして、御説明申し上げます。

　６６ページ、款９、教育費、項１、教

育総務費、目２、事務局費の主な減額は、

肢体不自由児童送迎にかかる自動車借上

料、及び奨学資金貸付金の対象者の減少

などによるものでございます。

　次に、６８ページ、項２、小学校費の

うち目１、学校管理費の増額は、歳入で

も御説明させていただきました、全小学

校普通教室へのエアコン設置にかかる工

事等で、全額を繰り越して平成２３年度

に執行するものでございます。

　目４、学校給食費の増額は、摂津小学

校給食調理場改修等にかかる工事費で、

これもエアコン工事と同様、全額を繰り

越して平成２３年度に執行するものでご

ざいます。

　目６、建設事業費の増額は、千里丘小

学校体育館の耐震等補強工事にかかる工

事請負費で、これも先ほど述べました二

つの事業同様、全額を繰り越して平成２
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３年度に執行するものでございます。

　次に、７０ページ、項３、中学校費、

目１、学校管理費の減額につきましては、

事業精査及び入札差金に伴う不用額となっ

ております。

　目２、教育振興費の増額は、要保護及

び準要保護生徒に対する扶助費で、対象

世帯の増加などに伴うものでございます。

　次に、同ページの項４、幼稚園費の減

額につきましては、入札による執行差金

及びべふ幼稚園の改修工事に伴い、仮園

舎の建築を予定いたしておりましたが、

隣接する別府小学校の教室等を利用する

こととなりましたので、建築が不要となっ

たものでございます。

　以上、平成２２年度摂津市一般会計補

正予算のうち、教育総務部総務課及び学

務課にかかわります補正予算の補足説明

とさせていただきます。

○柴田繁勝委員長　続いて、市橋教育総

務部理事のほうから説明をお願いします。

○市橋教育総務部理事　それでは、議案

第１号、平成２３年度摂津市一般会計当

初予算のうち、教育総務部学校教育課人

権教育室教育研究所が所管しております

事項につきまして、予算書の事項別明細

書の目を追って、その主なものについて

補足説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、４８ペー

ジの款１５、府支出金、項２、府補助金、

目８、教育費府補助金の主なものといた

しましては、４９ページのスクールガー

ド・リーダー配置事業及び使える英語プ

ロジェクト事業補助金でございます。

　歳入につきましては、以上でございま

す。

　引き続きまして、歳出について御説明

申し上げます。

　１６６ページをお開きください。

　款９、教育費、項１、教育総務費、目

３、教育研究所費は、教育研究所の運営

にかかわる経費でございます。

　主なものといたしましては、不登校や

家庭問題など、さまざまな問題事象への

教育相談等に要する経費で、スクールカ

ウンセラーにかかわる教育指導嘱託員報

酬、職員研修等に要する報償費などでご

ざいます。

　同ページから１６８ページにわたりま

す目４、教育指導費は、教育指導並びに

職員の資質向上を図るための研修経費等

でございます。

　主なものといたしましては、各学校に

サポートチームをつくり、子育ての悩み

や不安を持たれている家庭に対する、具

体的な支援を行う学校・家庭連携支援モ

デル事業にかかわる家庭教育相談員の賃

金、子どもたちが主体的に本を親しめる

よう全小・中学校に配置する学校読書活

動推進サポーターにかかる賃金、同じく

全小学校に新１年生がスムーズに学校生

活になじめるよう配置する学級補助員に

かかる賃金、児童・生徒の家庭学習習慣

の定着と学力向上を図るための学習サポー

ターに要する報償費、国際理解教育のた

めの小・中学校の英語指導助手派遣にか

かわる委託料や研究学校園、教育関係団

体等への補助金などでございます。

　１６８ページの目５、教育推進費は、

中国帰国子女等の日本語指導のための講

師派遣にかかる経費が主なものでござい

ます。

　目６、人権教育指導費は、教育研究会

負担金などがその主なものでございます。

　次に、１７１ページの項２、小学校費、

目１、学校管理費のうち、委託料の小学

校パソコン保守委託料は、教育用及び公

務用パソコンの保守経費でございます。

　次に、１７５ページの項３、中学校費、

目１、学校管理費のうち委託料の中学校
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パソコン保守委託料は、小学校と同様、

教育用及び公務用パソコンの保守経費で

ございます。

　以上、学校教育課人権教育室教育研究

所が所管しております、平成２３年度一

般会計歳入歳出予算についての補足説明

とさせていただきます。

　続きまして、議案第９号、平成２２年

度摂津市一般会計補正予算（第５号）の

うち学校教育課人権教育室教育研究所が

所管しております事項につきまして、そ

の主なものについて補足説明をさせてい

ただきます。

　まず、歳入でございますが、２２ペー

ジをお開きください。

　款１５、府支出金、項２、府補助金、

目８、教育費府補助金につきましては、

市町村支援運動部活動外部指導者派遣事

業補助金、まなび舎Youth補助金、スクー

ルガード・リーダー配置事業補助金は、

ともに事業の額の確定に伴いまして減額

するものでございます。

　続きまして、歳出の項目につきまして

御説明申し上げます。

　６６ページをお開きください。

　同ページから６８ページにわたります

款９、教育費、項１、教育総務費、目４、

教育指導費の減額は、事業査定や事業確

定による執行差金によるものでございま

す。

　次に、６８ページ、目５、教育推進費

及び目６、人権教育指導費の減額につき

ましても、事業の精査によるものでござ

います。

　以上、平成２２年度摂津市一般会計補

正予算のうち、学校教育課人権教育室教

育研究所にかかります補足説明とさせて

いただきます。

○柴田繁勝委員長　それでは、続いて宮

部生涯学習部長。

○宮部生涯学習部長　続きまして、議案

第１号、平成２３年度摂津市一般会計当

初予算のうち、生涯学習部にかかわりま

す部分につきまして、目を追って、主な

ものについて補足説明をさせていただき

ます。

　まず、歳入でございますが、３０ペー

ジをお開きください。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目６、教育使用料は、青少年運動

広場、温水プール、体育館など、市立体

育施設や学校体育施設、公民館などの使

用料及び学童保育室の保育料でございま

す。

　味舌体育館の閉館に伴い減収となりま

すが、その分の他の体育館へのシフトや、

青少年運動広場のナイター使用料の増収

等を見込み、前年度に比べ９９万２，０

００円の増となっております。

　次に、４６ページをお開きください。

　款１５、府支出金、項２、府補助金、

目８、教育費府補助金の主なものといた

しましては、学童保育室運営に対する放

課後児童健全育成事業費補助金は、算定

方法の変更により、前年度と比べ１，０

４４万７，０００円の増となっておりま

す。

　続いて、４９ページの学校・家庭・地

域連携教育支援事業補助金は、前年度ま

でございました放課後子ども教室や学校

支援地域本部事業に対する、放課後子ど

も教室推進事業補助金及び学校支援地域

本部事業補助金について、各地域の実情

に応じて支援できるよう一本化し、地域

教育力の向上を図るものでございます。

　子育て支援のための拠点施設整備費補

助金は、平成２３年度に新設いたします

摂津学童保育室の整備に対する補助金で

ございます。

　次に、５８ページをお開きください。
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　款１９、諸収入、項４、雑入、目２、

雑入は、水泳教室、体育館など各種教室

の参加費や摂津音楽祭などの審査料、青

少年リーダーを養成するチャレンジャー

クラブの参加負担金などでございます。

　続きまして、歳出でございますが、１

８０ページをお開きください。

　款９、教育費、項５、社会教育費、目

１、社会教育総務費は、社会教育委員報

酬など、社会教育の一般的事務にかかる

経費でございます。

　次に、１８２ページ、目２、文化振興

費は、せっつ生涯学習大学講師報償金や

市美術展、演劇祭、摂津音楽祭、生涯学

習フェスティバルなど、各種文化振興事

業にかかる経費でございます。

　次に、同ページからの目３、青少年対

策費は、青少年指導員の活動や学童保育

室の運営、こどもフェスティバル、成人

祭、チャレンジャークラブ、及び放課後

子ども教室など、青少年の健全育成にか

かる経費でございます。

　１８５ページでは、工事請負費として、

摂津学童保育室新築工事費を計上いたし

ております。

　次に、１８４ページ、目４、公民教育

費は、生涯学習まちづくり推進市民会議

にかかる報償費や家庭教育学級の開催な

どにかかる経費でございます。

　次に、同ページからの目５、公民館費

は、市立公民館５館の館長報酬、各公民

館に配置されている社会教育指導嘱託員

報酬や各種講座、公民館祭りの開催など、

公民館運営にかかる経費でございます。

　次に、１８６ページからの目６、文化

財保護費は、文化財保護審議会の開催の

ほか、埋蔵文化財、民具等を教育研究所

で保管するため経費や、第６集会所を文

化財として記録保存し、活用に向けて行

う調査費など、市内文化財の調査・研究・

保存にかかる経費でございます。

　次に、１８８ページの項６、図書館費、

目１、図書館総務費は、市民図書館等協

議会委員報酬のほかは、市史編さん嘱託

員、市史編さん委員報酬など、新修摂津

市史編さんにかかる経費でございます。

　次に、１９０ページの目２、図書館管

理費は、市民図書館及び鳥飼図書センター

の指定管理料のほか、複数年契約等で市

が直接契約する建物維持管理料や図書館

電算システムなど、市民図書館等の管理

運営にかかる経費でございます。

　図書購入費につきましては、平成２２

年度第５号補正分と合わせて、前年度と

比べ２５５万４，０００円の増となって

おります。

　次に、同ページからの項７、保健体育

費、目１、保健体育総務費は、体育指導

委員の活動や大阪府体育連合など、各種

社会体育団体に対する負担金などにかか

る経費でございます。

　また、１９３ページは、新たに平成２

３年度より導入いたします市内スポーツ

施設の予約システム導入経費を計上いた

しております。

　次に、１９２ページ、目２、体育振興

費は、市長杯総合スポーツ大会など市主

催スポーツ事業や体育協会など、社会体

育団体が実施するスポーツ事業及び地区

市民体育祭実施にかかる経費でございま

す。

　次に、同ページからの目３、体育施設

費は、温水プール屋根防水改修工事等に

かかる修繕料及び市立体育館等、各種ス

ポーツ施設の指定管理委託料のほかスポー

ツセンターの管理委託料、味生体育館用

地の借上料など、体育施設の管理運営に

かかる経費でございます。

　以上、生涯学習部にかかわります、平

成２３年度当初予算の補足説明とさせて
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いただきます。

　続きまして、議案第９号、平成２２年

度摂津市一般会計補正予算（第５号）の

うち、生涯学習部にかかわります部分に

つきまして、補足説明をさせていただき

ます。

　８ページをお開きください。

　第３表　繰越明許費のうち、生涯学習

部にかかわります事業について、説明を

させていただきます。

　まず、款９、教育費、項５、社会教育

費、公民館施設改修事業は、新鳥飼公民

館の高圧受電設備更新にかかる経費で、

平成２２年度、国の一次補正での、きめ

細かな交付金の対象となりますことから、

今回の補正において計上し、全額を繰り

越して執行いたすものでございます。

　項６、図書館費、図書館施設管理事業

は、市民図書館の屋上防水工事など施設

の維持補修にかかる経費で、同じく平成

２２年度、国の一次補正での、住民生活

に光をそそぐ交付金の対象となりますこ

とから、今回の補正に計上し、全額を繰

り越して執行いたすものでございます。

　以上、繰越明許費の説明とさせていた

だきます。

　次に、１３ページからの歳入歳出補正

予算事項別明細書のうち歳出について、

目を追って主なものについて説明させて

いただきます。

　７０ページをお開きください。

　同ページからの目３、青少年対策費の

主な減額は、学童保育室補助指導員の配

置人数減に伴う賃金の減額、平成２３年

度摂津学童保育室新築工事に伴い、現行

の余裕教室改修工事を見送ったことによ

る減額のほか、放課後子ども教室運営委

託料など、事業精査によるものでござい

ます。

　７２ページの目５、公民館費につきま

しては、事業精査による減額と、増額分

は新鳥飼公民館の高圧受電設備更新にか

かる経費で、歳入で御説明いたしました、

きめ細かな交付金の対象となっており、

全額を繰り越して平成２３年度に執行す

るものでございます。

　次に、７４ページ、項６、図書館費、

目２、図書館管理費の増額につきまして

は、市民図書館の屋上防水工事などの改

修費で、この事業につきましても、歳入

で御説明させていただきました、住民生

活に光をそそぐ交付金の対象となってお

り、全額を繰り越して平成２３年度に執

行するものでございます。

　備品購入費の増額は、同じく、住民生

活に光をそそぐ交付金の対象となること

から、図書を追加購入させていただくも

のでございます。

　次に、同ページ、項７、保健体育費、

目２、体育振興費の減額につきましては、

地区市民体育祭実行委員会などへの補助

金の不用額によるものでございます。

　次に、目３、体育施設費の減額につき

ましては、入札差金に伴う不用額などで

ございます。

　以上、生涯学習部にかかわります補正

予算の補足説明とさせていただきます。

○柴田繁勝委員長　説明が終わり、これ

より質疑に入ります。

　質疑のある方は挙手をしてどうぞ。

　安藤委員。

○安藤薫委員　おはようございます。

　それでは、議案第１号の平成２３年度

一般会計予算と第９号の補正予算につい

て、幾つか御質問させていただきます。

　最初に、府の補助金と摂津市の事業に

かかわってのことです。

　予算書でいいますと４６ページからに

当たると思うんですけれども、大阪府の

ほうからの補助金がゼロといいますか廃
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止というんでしょうか、なくなっている

ものが幾つかございます。

　例えば、学校安全交付金に８００万円。

それから、先ほども御説明がありました

けれども、市町村支援運動部活動外部指

導者派遣事業５０万円、今回の補正で３

５万５，０００円が減額されております

けれども、これも項目がなくなっていま

す。まなび舎Youth補助金、これも今回

の補正第５号で２５万８，０００円の減

額にはなっておりますが、５３万円の当

初予算が平成２３年度の当初からは項目

がなくなっていると。その他市町村支援

プロジェクト事業、放課後子ども教室推

進事業、学校支援地域本部事業、中学校

夜間学級就学援助費などなど、多くの補

助金の項目がなくなっていること。それ

から、こうした項目に対応した市の事業

との関係で、継続されるもの、廃止にな

るもの、そういったものについて御説明

いただきたいと思います。

　今、御説明いただいた中で、新しい学

校・家庭・地域連携教育支援事業の御説

明の中で、放課後子ども教室推進事業と

学校支援地域本部事業というのは統合さ

れたということでございますので、その

点は、統合した学校・家庭・地域連携教

育支援事業、新しい項目の名前になって

おりますけれども、中身そのものが変わっ

ているのかどうか、その点も含めて教え

ていただけたらと思います。

　それから、平成２３年度からの新たな

補助金として、使える英語プロジェクト

事業が、新規事業として入れられていま

す。モデル中学校区に、ネイティブスピー

カーの先生を派遣するというモデル事業

だということでありますが、この点につ

いても少し御説明をいただけらなと思い

ます。

　平成２２年度は、小学校の英語活動に

ついて、一定、研究委嘱校ということで、

小学校英語の推進事業として入っており

ました。今回、これも抜けておるわけな

んですけれども、今度は中学校というこ

とで、その辺のかかわりですとか、つな

がりですとか、そういったものがありま

したら教えてください。

　それから、青少年課にかかわる権限移

譲交付金、この大阪府からの権限移譲の

中身についてお教えいただけたらと思い

ます。

　補助金にかかわることについては、以

上です。

　続いて、同じく歳入で、使用料の点で

ちょっとお聞かせいただきたいと思いま

す。項目には余り触れられておりません

が、新年度から公共施設の駐車場の有料

化が検討されているといいますか、小川

駐車場につきましては、減免が廃止をさ

れてきたということですが、柳田テニス

コートの利用者の方々の車の利用者の方

の負担が出てくるということになると思

います。この点、社会教育施設、体育施

設という利用者の利便性とかかわるもの

がありますので、どのような協議がなさ

れたのか、教えていただきたいというこ

と。

　それから、あわせて今後、市役所の駐

車場の有料化がことし検討されるという

ようなお話をお伺いしておるわけなんで

すが、体育施設や社会教育施設の駐車場

の件についても、どのようにお考えになっ

ておられるのか、お聞かせいただけたら

と思います。

　使用料については、以上です。

　続いて、今度は予算概要のほうで、で

きる限りページを言いながらお聞きした

いなと思うんですけれども、予算概要の

１０８ページになります。その中で幾つ

かお聞きしたいんですが、一つは、学力
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定着度調査委託料についてです。

　前年度と比べますと１０万３，０００

円の減ということであります。前年から、

これまで市独自でやってきた学力定着度

テストをやめて、全国学力・学習状況調

査、全国学力テストに抽出調査になった

ということでありましたけれども、これ

は希望者、摂津の場合、すべて学校が希

望をして参加をして、その採点などを委

託する使い方に切りかわったというよう

な御説明をいただいてきました。今回の、

この１０万３，０００円というのは減額

ですね、減額分はどういった中身になる

のか、お聞かせいただきたいと思います。

　同時に、補正のほうでも平成２２年度、

４７万５，０００円の減額になっており

ますけれども、その点、この採点の委託

について、何か減額となるような理由が

あったのかどうかということについて、

お聞かせをいただきたいと思います。

　それから、全国学力調査テストについ

ては、この間もいろいろ御意見を申し上

げ、議論もさせてきていただきました。

今回、また希望校を募るというような形

になるのかなと思うんですけれども、こ

とし４月１９日だったかと思いますが、

また実施される予定と聞いておりますが、

ことしの摂津市の学校の参加をどのよう

にされるのか、その点もお聞かせをいた

だきたいと思います。

　あわせて、何回もお聞きして恐縮なん

ですけれども、この全国学力テスト、そ

の大きな目的を改めてお聞かせください。

　学力定着度調査の質問は、以上です。

　続いて、概要の１１０ページになりま

すが、新規で教育関係団体補助金事業９

３０万円、ちょっと大きな額が新規で出

ております。あらかじめお聞きしました

ところ、これまでの教育関係団体に対す

る補助金を、ここに一つにまとめたもの

だということでありますが、その意図で

すね、それからどのような考えがあるの

か、お教えいただきたいと思います。

　続いて、教育研究所にかかわることで、

概要の１０６ページに戻りますが、お聞

きしたいと思います。

　教育相談事業で、前年比で２３５万６，

０００円増の１，７８７万８，０００円

が教育相談事業として計上されています

が、この不登校の問題、非常に深刻だと

思いますが、その実態、予算増額につい

てのかかわり、それから現状の不登校の

主な原因であるとか、それから不登校に

対する対策といいますか、それに対応の

到達点についてお聞かせいただきたいと

思います。

　次に、学校教育にかかわってきますが、

これは代表質問でも御質問をさせてもらっ

ていますが、国旗・国歌の指導について

お聞かせいただけたらと思います。

　毎回、代表質問や決算の反対討論等で、

日の丸・君が代の問題、国旗・国歌の問

題については、意見を申し上げさせてい

ただいているわけですけれども、学習指

導要領に基づいて国旗・国歌の指導を行

うと。卒業式、入学式も学習指導要領に

基づいて国旗掲揚、国歌斉唱を指導する

というような御説明をされてきました。

通常の指導方法でやることについては、

押しつけにならないというようなことで

御説明をいただいてきたわけですけれど

も、学習指導要領の位置付けと、それか

ら国旗・国歌の意義を理解させ、尊重す

る態度を身につけるということは、具体

的にどういうことをされようとしている

のか、お聞かせをいただきたいと思いま

す。

　国旗掲揚と国歌斉唱が、尊重するとい

う心の中にまで立ち入っていく指導とな

るのかどうか、憲法１９条の思想・良心
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の自由に照らして見解をお聞きしたいと

思います。

　次に、学務課にかかわって少しお伺い

したいと思います。

　概要でいきますと、１１２ページ、そ

れから１１６ページと就学援助金の問題

です。

　小学校、中学校ともに就学援助金の扶

助費等が入れられています。ちょっと行っ

たり来たりしますが、補正予算のほうで

いきますと、７０ページに中学校の就学

援助扶助費が９７７万６，０００円の増

額となっています。対象者がふえてきた

ということでありますが、今後の見通し

ですね、新年度予算の就学援助の対象者

の推移について、どのように見ておられ

るのか、お聞かせいただきたいこと。

　それから、これも代表質問の中で弘議

員のほうから質問させていただいて、御

答弁もいただいておりますが、第４次行

革の中で、この就学援助の見直しが検討

されていると。その御答弁の中で、昨今

の経済状況であるとか、それから民間給

与所得者の低所得化、それから現在の就

学援助金制度の中の援助費の中身ですね、

同時に、実際の義務教育にかかる諸経費、

総合的に勘案をしていくというような御

説明でありましたが、その点、経済状況

と低所得化というのはどのような分析を

されて、どのような見直しの方向性を持っ

ていくのか、それから見直し検討を進め

るのであれば、どういったスケジュール

で、またどのようなところで議論をして

決定をしていくのか、その点についてお

聞かせいただきたいと思います。

　それから、就学援助については、その

現状と見通しなんですけれども、現状の

認定率もあわせてお聞きしておきたいと

思います。

　次に、給食にかかわってでございます。

　補正予算で６８ページに摂津小学校の

給食調理室の建設の予算が組まれていま

す。これは、安全・安心な学校づくり交

付金、繰越事業となっております。平成

２３年度に工事をされるということであ

りますが、まず、今ある味舌体育館の解

体から工事完成に向けてのスケジュール

と、それから工事中の安全対策をどのよ

うにされるのか。

　特に、味舌体育館というと、摂津小学

校の正門のすぐ横ということ。それから、

通学してくる子どもたちが通る学校の前

の道というのは非常に狭いですよね。そ

の辺の安全対策等、配慮が必要かと思い

ますが、お聞かせいただきたい。

　同時に、新しくつくられていくという

ことで、ドライ化の調理場になると思い

ますけれども、市内の給食調理室のドラ

イ化率はどうなっているのか。今後のド

ライ化を進めていく方向性、予定などを

お聞かせいただきたいと思います。

　そして、調理器具等も入れ替えも更新

もあるかと思います。以前、コンベンショ

ンスチームオーブンですか、結構、高額

な調理器具も各校に順次入れていくとい

うことでありましたけれども、その点の

配置事業についても参考にお聞かせくだ

さい。

　同じく給食にかかわってですが、概要

の１１４ページにあります、これも毎回、

委員会で論議もさせていただいたり、意

見を申し上げてきておりますが、民間委

託の問題とかかわってお聞かせいただき

たいと思うんですけれども、給食調理員

のパート賃金が２０９万８，０００円、

前年からふえています。調理業務委託料

につきましては、鳥飼西小学校が今度、

更新をされておられた関係もあるのかと

思うんですが、２９４万１，０００円の

減額になっています。
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　それでは、正規の調理員の数とそれか

ら人件費、２００７年からでしたか、給

食調理の民間委託がはじまってからの推

移もどのようになっているのか、お聞か

せいただきたいと思います。

　それから、民間委託でやっていただく

ということでは、やはり、安全・安心の

給食を保障していくということで、検証

会議が鳥飼北・鳥飼西小学校ともに年に

１回行われていると思いますが、契約や

仕様書どおり行われているのか、調理員

の正規比率や勤務期間などについて、市

教委側のほうがきちんと把握をしながら

検証を行っているのか、検証の中身につ

いて、そしてその中身が今のままでいい

のかどうかについて、お聞かせいただき

たいと思います。

　それから、調理員の退職者の見込みで

すね、民間委託が退職者不補充という定

数管理の方針のもとで、リンクしている

ということで御説明をいただいてきたわ

けで、退職者がどのような見込みになっ

ていて、今後民間委託は、拡大していく

というような御答弁が代表質問でもあり

ましたけれども、どんな形でどこでやっ

ていくのかなど、そういう中長期的な計

画がありましたらお教えください。

　続いて、小学校のエアコン設置、これ

は補正のほうになりますが、安全・安心

な学校づくり交付金によって、全小学校

の普通教室にエアコンが設置されるとい

うことであります。これについては、昨

年の猛暑の中で、子どもたちが本当に劣

悪なというんですか、本当に大変な状況

の中で学習をしなければいけないと。自

宅に帰ればクーラーがある。そういう生

活の中で、ああいう暑い教室の中で熱中

症に注意しながら、とても学習に集中で

きないというような状況がありました。

保護者も子どもも学校現場からも、何と

かクーラーをという本当に切実な願いが

あったわけですが、今回、いろいろ財政

が大変な中で交付金を活用し、市債も活

用し取り組まれたことについては、大変

評価できるものだと思っております。

　このエアコンの設置についてですけれ

ども、中学校のときもそうだったと思い

ますが、設置のスケジュール、何回も御

答弁をいただいていますが、改めて確認

の意味でお聞かせいただきたいと思いま

す。夏休みの工事の安全対策ですね、夏

休みでも学童が来ましたり、運動場を利

用されているスポーツのクラブの方々が

いらっしゃいます。学校開放委員会で体

育館を利用されている方々、土日になり

ましたら車で来られたりしますけれども、

車の置くスペースの問題ですとか、そう

いったそれぞれの学校の配慮ですね、１

０校もありますから大変なんですけれど

も、その点のことについてどうお考えに

なっているのか、お聞かせいただきたい

と思います。

　でも、あわせてお聞きしておきますが、

エアコンは設置できてありがたいんです

が、実はことしの夏はクーラーは間に合

わないというような御説明でもありまし

た。となりますと、ことしの夏の猛暑対

策ということも、今のうちから検討して

おく必要があるんじゃないかなと思いま

す。

　昨年は急遽、公民館で地域の高齢者の

方々など、エアコンのないお家の方々の

避難場所を設定されるなど、市としての

緊急対策が打たれましたけれども、学校

での緊急対策やそれから熱中症対策とか

について昨年の経験を生かして、あらか

じめ準備をしていく必要があるかと思い

ますが、その点の現段階のお考え、計画

をお聞かせいただきたいと思います。

　続いて、こども園の設置事業になりま
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す。

　べふのこども園がいよいよ平成２４年

４月、オープンになっていくということ

で、この間幼保連携であるとか、いろい

ろ現場レベルで、交流であるとか研修が

行われてきたと聞いておりますが、いよ

いよあと１年と迫った状況で、具体的に

幼稚園と保育所を一つにしての運営をど

のようにされていくのか、具体的な指針

であるとかビジョンであるとかいうもの

ができているのかどうか。

　それから、工事中の仮園舎は必要なく

なったということであれば、その工事の

ときの幼稚園児の安全であるとか、それ

から保育についてどのように行われるの

か、お聞かせください。

　次に、学童保育についてお聞きします。

　補正予算で７０ページになりますが、

学童保育室指導員等賃金が３，０００万

円の減額となります。当初予算が１億８，

０００万円ですから、約１６．７％の減

額ということで、非常に大きな減額とな

ります。

　昨年のこの予算議会で、５，０００万

円だったかと思いますが、減額となって

支援をしている児童が学童保育室への入

室になるのかどうか、そういった情報を

集めるのも難しいということはあるとは

いえ、大きな減額がなされるということ

について、どのようにお考えになってい

るのか。

　昨年より減額が減っているということ

は、精査をより進めた結果なのかなと、

いい意味で想像しているわけですけど、

その点のお考えをお聞かせいただきたい

なと思います。

　あわせて、学童保育は一斉受付が１月

末に終了したということで、現段階で４

月からの学童保育室に入れない子ども、

待機児の現段階の状況、それからあわせ

て、障害をお持ちで支援が必要とされて

いる方が待機の中に含まれているのかど

うかということも、お聞かせください。

　次に、図書館についてお聞きしたいと

思います。

　これも、この間の委員会等で御意見を

申し上げてまいりました。いよいよ４月

から、指定管理者制度がスタートすると

いうことであります。この委員会の中で

も、指定管理にかかわって総務省の考え

方も少しずつ変化してきているというこ

とで、いろいろ御意見を申し上げてきて、

単に価格が安いからということではなく

て、公の施設の運営にとって本当に必要

なのかどうか、それから市民的に透明性

を図って、情報の共有化も図ってやって

いく。さまざまな留意事項にのっとって

やってもらう必要があるということで、

意見を申し上げてきたわけですが、昨年

末、総務省自治行政局長名で指定管理者

制度の運用についての通知が出されまし

た。指定管理者制度の導入について、こ

の図書館について改めて適正といえるか

どうか、お聞きしておきたいと思います。

　そして、この４月からいよいよスター

トする図書館流通センターを指定管理者

として行う図書館の運営、鳥飼図書セン

ターの運営について問題等がないかどう

か、引き継ぎのところがどんな状況になっ

ているのか、お聞かせいただきたいと思

います。

　それから、指定管理にする際に、これ

も議論の対象になっておりましたが、こ

れまで市民図書館や鳥飼図書センターで

働いてこられた非常勤職員であるとか行

政パートナー、それから鳥飼図書センター

でいえば施設管理公社の職員４名ですね、

いずれの方も司書資格を持っておられる

方々でありますが、この方々の雇用の問

題ですね、市が継続して新たなＴＲＣ、
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図書館流通センターへの継続雇用をお願

いするというようなお話でありましたが、

その後の継続雇用であるとか再雇用の状

況はどんなふうになっているのか、把握

していらっしゃるのかどうかもお聞かせ

ください。

　読み聞かせのボランティアなどとの打

ち合わせなども既にもう進んできている

のかどうか、お聞かせいただきたいと思

います。

　それから、交付金を財源として図書購

入費が補正予算で１７０万円組まれてい

ますし、新年度でも、前年比でいくと８

５万円ほどアップして、市民図書館で９

９０万６，０００円、鳥飼図書センター

で５５６万６，０００円という予算化が

されております。蔵書をふやしてほしい

という市民の声にこたえたというような

形なのかなと思いますが、この図書の購

入について、選書をどのようにされるの

か。

　ちょうど指定管理者と直営との端境期

にもなるかと思いますが、お聞かせいた

だきたいと思いますし、これまで地元の

本屋の振興ということで、地元の本屋の

協会を経由したり、通したりしての図書

の購入も行われてきたかと思いますが、

今回もそのようなやり方が続けられるか

どうか、お聞かせをいただけたらなと思

います。

　次に、文化財保護についていきます。

　概要の１３０ページに幾つかの文化財

保護にかかわる事業予算が含まれていま

す。埋蔵文化財調査事業、それから文化

財保存継承事業、ともに前年比を上回る

予算が組まれています。その増額につい

てどんな事業を行っているのか、第６集

会所の保存というようなお話もこの間、

御説明いただきましたけれども、その点

をお聞かせいただきたいと思いますし、

明和池遺跡についても、昨年、弥生後期

の遺物というんでしょうか、それから建

物跡の遺跡等が発掘されたということで

あります。この保存方法であるとか、出

てきた埋蔵物の保存や展示ということに

ついて、新年度はどうお考えなのかもあ

わせてお聞きしておきたいと思います。

　それから、旧教育研究所の活用につい

てですが、民具や農具の保管場所という

ふうに説明をずっと受けてきているんで

すけれども、本当にそれだけでいいのか

どうか。せっかく文化財保護条例という

ものがつくられて、摂津に住んでおられ

る方が、この地のかつての人たちの暮ら

しぶりというのを知るのは、子どもたち

にとっても非常に重要なことだと思いま

すが、そういう展示であるとか、啓発の

ことについても活用できるのではないか

と思いますが、そのお考えはないのか、

お聞かせください。

　最後の項目になりますが、機構改革に

かかわってお聞きしておきたいと思いま

す。

　新年度から機構改革によって教育委員

会がかなり大きく組織も変更します。そ

れから、保育園の仕事についてもこども

育成課から一緒に、トータルで統合的に

所管していくということになると説明を

受けてまいりました。そのこども育成課、

保育所とそれから幼稚園であるとか学校

であるとか、今まで所管の官庁、厚生労

働省と文部科学省の違いであるとか、そ

れから保育の指針の違いですとか、いろ

いろやり方の違いもあると思います。今

まで１階で市民に非常に近い窓口から６

階に上がるというようなお話も聞いてお

りますが、その点の移行の手続がどのよ

うにされているのか、スムーズな移行が

できるかのどうか、その点の状況をお聞

かせいただきたいと思います。
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　あわせて、こども育成課の１階の窓口

というのはカウンターが低くて、訪れる

相談の市民の方々と座って対面して、い

ろいろ相談に乗られます。もちろん相談

している内容について、通る方々や隣の

方に余り聞こえないようにということで、

プライバシーを配慮した相談室をという

ことを私たちは求めてきたわけなんです

が、教育委員会のほうへ行きますと、現

状ではカウンターはこういう高い事務的

なもので、なかなか相談に来て対応する

場所というのは余りなかったように感じ

ておりますが、今回、窓口の改善につい

て考えておられるのかどうか、お聞きし

たいなと思います。

　それから、教育センターですね、これ

は条例がありますから、また条例の審議

でもやればいいのかなと思いますが、機

構改革によって教育センター所長と次世

代育成部長とが兼任されるということに

ついて、事務の齟齬であるとか行き違い

ですとか、非効率な面が発生しないかど

うかということについても一緒にお聞か

せください。

○柴田繁勝委員長　それでは、答弁を求

めます。

　岩見課長。

○岩見総務課長　それではまず、はじめ

の大阪府補助金についての御質問につい

て、私の担当しております分についてお

答えさせていただきます。

　学校安全交付金というものが本年度で

打ち切りということで、大阪府から以前

より聞いておりますけれども、本市の場

合、大阪府の交付金は以前は補助金でご

ざいましたけれども、その創設よりも１

年早い平成１６年度から、この受付室と

いうものを設置して、子どもの安全を見

守っておるところでございます。

　したがいまして、今回この大阪府の交

付金が終了といいますか、なくなりまし

ても、今後も引き続き市民・地域の方々

のお力をお借りして、ボランティアで受

付室を引き続き、子どもの安全を続けて

いきたいと、そのように考えております。

　交付金については、以上でございます。

　続いて、エアコン設置のスケジュール

とその安全対策等ということでの御質問

にお答えいたします。

　設置のスケジュールにつきましては、

今現在、実施設計を行っておるところで

ございますけれども、この３月末にはそ

れを終了させ、事前審査の上、入札の手

続を４月早々から進めてまいりたいと考

えております。

　聞いておりますのは、一般競争入札と

いうことでございます。５月末には入札

を行っていただき、６月の議会におきま

して、工事請負契約の締結の議案提出と

いうことで進めてまいりたいと考えてお

ります。

　なお、工事につきましては、その議決

後になります。予定といたしまして、１

１月の下旬を予定しておりまして、本格

稼働が冬場、１２月早々の暖房からとい

うことで予定をしております。

　あと、その安全対策ということでござ

いますけれども、夏休みの間におきまし

ても、学童保育等の子どもたちがおりま

す。当然、工事業者とも工事エリアを区

別して、子どもたちの安全を第一に配慮

しながら進めてまいりたいと考えており

ます。

　ただ、特に摂津小学校と千里丘小学校

につきましては、他の大きな工事、給食

調理場の工事と、千里丘小学校につきま

しては体育館の耐震工事が入ります。こ

れはかなり輻輳することになろうかと思

いますけれども、その点、業者が選定さ

れた後、業者とも調整を図りながら、安
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全を第一に進めてまいりたいと考えてお

ります。

　したがいまして、学校開放等、グラウ

ンドが使用できない期間が一定期間生じ

ますけれども、その点につきましては、

子どもたちの学習環境の改善、また学校

の安全・安心ということでの工事でござ

いますので、御辛抱いただき御協力を願

いたいというふうに考えております。

　私のほうからは、以上でございます。

　あと、夏の熱中症対策につきましては、

学務課長のほうから答弁させていただき

ますので、よろしくお願いいたします。

○柴田繁勝委員長　前馬次長。

○前馬教育総務部次長　それでは、府の

補助金の打ち切られたものにかかわって、

学校教育課で担当しておるものについて、

御答弁を申し上げます。

　部活動に関しましての、市町村支援運

動部活動外部指導者派遣事業にかかわる

補助金でございますが、これは打ち切ら

れますが、部活動の外部指導の派遣にか

かわる事業は継続し、これまでどおり外

部指導者を派遣できるように次年度も努

めてまいります。

　まなび舎Youth補助金の打ち切りにか

かわってでございますが、この、まなび

舎Youth補助金を利用しまして、放課後

のしゅくだい広場等を青少年課と連携し

ながら開催してまいりましたが、これに

つきましては、新たな課のほうへ統合し

まして、放課後の学習室等が開設できる

ように予算化もしておるところでござい

ます。学習サポーターの派遣事業を１３

０万円さらに増額しまして、対応を図っ

てまいります。

　市町村支援プロジェクト事業に関しま

しては、２か年の時限事業であり、学力

向上のための基盤整備ということで、各

学校で備品等の購入を行ってまいりまし

た。

　あわせて、ＩＣＴ機器も完了したとい

うことで、基盤整備が一定終了し、いよ

いよ中身を更に充実させていく時期であ

ると、そのように考えておるところでご

ざいます。

　次に、新たな補助金といたしまして、

使える英語プロジェクト事業補助金でご

ざいます。

　この事業にかかわりましては、これま

で長い年数、英語を学んでも全く話せな

い、このような状況の中、特に国際社会

の中でのコミュニケーション能力の育成

が重要であるという観点から、これまで

の英語教育がどうであったか見直すべき

だという声の中から、大阪府のほうでは

英語を使えるようにしようということで、

この事業をスタートするものでございま

す。

　特に、英語を使って自分の考えや意見

を伝える能力を育むことを目指しておる

ものでございますが、一つの中学校区を

モデル校区といたしまして、中学校１校

と、本市の場合は小学校２校が連携しな

がらこの取り組みを進めてまいります。

　小学校では、積極的に英語を使う素地、

あるいはコミュニケーション能力の素地、

これを養っていくことを目的としており

ますし、中学校では、従来の英語の授業

に加えて体験的な学習をする中で、習っ

たものを使えるようにしていきたいとい

う目的を持っております。

　なお、これまでの小学校英語活動推進

事業との関係でございますが、これまで

の小学校英語活動推進事業でも、コミュ

ニケーション能力の素地等を養うことを

目的としてまいりましたが、これまでの

事業につきましては、平成２３年度から

の新学習指導要領の実施に向けて、その

準備・研究期間として、実施をしてまい
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りました。それを踏まえて、いよいよ平

成２３年度からこの英語活動を本格的に

実施してまいります。

　それから、学力定着度調査事業にかか

わって御答弁申し上げます。

　全国学力・学習状況調査は、平成２３

年度は４月１９日に実施されます。昨年

同様、抽出校での実施、利用を行うこと

を希望すればテストを受けることはでき

る、このような状況は変わりません。

　平成２３年度の全国学力・学習状況調

査でございますが、実は６月１４日に大

阪府の学力・学習状況調査が行われます。

教科につきましては、小学校では国語・

算数、中学校では国語・数学・英語、学

習の状況等を問う調査、あるいは学校に

対しての質問紙もあり、英語が加わった

以外は、ほぼ対象学年あるいは内容・目

的について、国の調査と同様のものでご

ざいます。これにつきましては、対象学

年は悉皆で行いますので、同時期に悉皆

調査を二つするのはさまざまな負担もご

ざいますので、より分析の精度を高める

ためにも、悉皆で参加する調査につきま

しては府の調査のみ、全国の調査につき

ましては、抽出校のみで行うと、そのよ

うに考えております。

　この学力調査の目的については、これ

までも御答弁申し上げましたが、市で行

う、府で行う、国で行う、どの調査にお

きましても３点あると考えています。

　まず、１点は、児童・生徒の学習状況

の改善あるいは学習意欲の向上、それか

ら学校として、どのような学力向上のた

めの方策を行っていくか。学校として、

組織として何を行っていくか、それを見

出すための材料とすること。

　そして、もう１点は、市教委としてど

のように子どもたちの学習状況を改善す

るか、あるいは学力向上や学習意欲を向

上するために、市教委として何をしてい

くかなどの行政としての施策を講じてい

くための材料としていくこと。大きくは

その３点が目的だと思っております。

　なお、昨年度の補正での減額の理由で

ございますが、採点あるいは分析・集計

の業務にかかわりまして、必要な条件を

提示しまして、業者のほうから提案をい

ただきました。

　その中で、もちろん金額の面だけでは

ございませんが、それらを全部クリアし

ていただいた会社に業務委託を行いまし

た。その中での金額の決定でございます。

　また、平成２３年度の１０万３，００

０円の減額の理由につきましては、市に

おいての予算のカットもございますが、

昨年度の実績等も踏まえて、この金額で

も対応可能ということでございます。ま

た、正式に国のほうの調査の状況が決定

した中で、我々市のほうでは新たな調査

というものも考えております。

　単に、結果だけではなくて現状を分析

しながら、先ほど申し上げた市として何

をしていくか、あるいは学校として何を

行っていくかということでございますが、

特にこれまでも御質問をさまざまな機会

にいただきましたけれども、小学１年生

の問題ですが、スタートラインが皆同じ

であるはずなのに、なぜこのような状況

になっているのかということです。

　本当に１年生のスタートラインが同じ

かどうか、あるいは学級補助員を入れた

ことの効果、また就学前教育との連携を

図っていくためには何をすべきか、その

ようなことにつきまして、これまで客観

的な資料もございません。低学年、特に

１年生がどのような状況であるかを確認

し、実態を把握するために、現在、２年

生当初での調査ですね、学力調査といい

ますか、実態の確認調査のようなものを
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現在、考えておるところでございます。

　次に、教育関係団体補助金事業でござ

います。

　９３０万円、金額を全部まとめさせて

いただきました。この教育関係団体は、

摂津市教育研究会、あるいは摂津市人権

教育研究会、摂津市在日外国人教育推進

協議会、摂津市幼少中生活指導研究協議

会、摂津市進路保障協議会、摂津市特別

支援教育研究協議会でございますが、こ

のような教育関係団体、そして小・中学

校ですね、特色ある学校づくり推進事業

で、小・中学校にも教育課程編成、そし

て実施のために補助金を出してまいりま

した。

　これまで、この補助金につきましては、

一定団体への定額の補助という形になっ

ておりましたが、やはり必要な事業に必

要な金額を出すべきであろうと考えます。

今の行財政改革の中でも、補助金のあり

方の見直しを図っております。その中で、

この補助金をすべてまとめまして、その

計画であるとか、あるいは目的・目標を

一定、担当課で管理しまして、そして必

要なものに出していくんだと、そのよう

に事業設計を考えております。そうする

ことによって、より必要なお金が、必要

な状況で必要な事業に使われておること

が説明できる、市民に対しての説明責任

も果たせるものであると考えております。

　次に、不登校対応でございます。

　教育相談等の実態につきましては、後

ほど教育研究所から述べさせていただき

ますが、不登校の実態、現状といたしま

しては、今年度につきましては、若干の

減少の状況がようやくみえてまいりまし

た。

　平成２０年度、２１年度、不登校が非

常に増加しておりましたが、ややではご

ざいますが減少傾向にございます。例え

ば、スクールソーシャルワーカー、ある

いはスクールカウンセラーの配置、また

家庭教育相談員の配置が非常に効果的で

あったと考えております。どのように効

果的であったかと申し上げますと、組織

対応あるいは外部機関との連携が早く行

えるようになったことがあると思います。

　しかし、若干の減少傾向とは申しまし

ても、まだまだ数として多い現状はござ

います。今後、更に組織対応、あるいは

未然防止を図っていく必要があると考え

ておるところでございます。

　続きまして、国旗・国歌の指導でござ

います。

　学習指導要領の位置づけでございます

が、学校教育法施行規則にも、教育課程

の基準として学習指導要領は定められて

おります。学習指導要領につきましては、

教えるべき最低基準であるといわれてお

ります。したがって、この学習指導要領

の内容について児童・生徒に指導し、習

得させる必要があると我々はとらえてお

ります。

　尊重する態度、これは、現在の国際社

会の中で尊敬され、信頼される日本人と

して成長していくというためには、自国、

そして他国を尊重できる、そのような認

識、態度を養っていく必要があると考え

ております。そういう中で、国旗・国歌

に対しての正しい認識を持たせ、尊重す

る態度を育てることは重要であると我々

はとらえております。

　先ほどございました学習指導要領に定

められておるということもありまして、

必要なことについては適切に指導してい

くもの、そのように考えておるところで

ございます。

○柴田繁勝委員長　以登田参事。

○以登田教育総務部参事　それでは、教

育相談事業、そして適応指導教室事業に
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ついての御質問にお答えします。

　教育支援センター適応指導教室では、

不登校の理由も多様化しておりまして、

それぞれの子どもをどういう指導してい

くかということ自身、その指導に対応す

ることも多様化がみられております。そっ

として時間をかけてあげなければいけな

い子どもも、逆に、あれしなさい、これ

しなさいというタイプの子どもも、同時

に、同じ空間で過ごしておるという実態

でございます。そういう実態の中で、今

回の予算の増額につきましては、市費で

１人の教育指導嘱託員の増加をするもの

でございます。

　現在までで、教育相談の中でいろいろ

展開されているようなケースで、学生ボ

ランティアの派遣等も行っていたような

ケースもあるのでございますけれども、

とりわけ入室に至らない、来ることがな

かなか難しい子への働きかけだとか、こ

ういったようなこともしまして、更に手

厚い取り組みを展開していこうというふ

うに考えております。

　教育相談の中でも相談内容でみました

ら、不登校にかかわっての相談がやはり

群を抜いて多いというのが現状でござい

ます。

○柴田繁勝委員長　大橋課長。

○大橋学務課長　それでは　、学務課に

関する幾つかの御質問に、順次、御答弁

を申し上げます。

　まず、歳入の部分でございますが、中

学校夜間学級就学援助費補助金でござい

ますが、これにつきましては、中学校の

夜間学級の生徒に対する就学援助の制度

が、学校設置市と大阪府が補助しておっ

た制度が生徒の居住市が補助する制度に

なった際に、２か年に限って通学費のみ

大阪府が引き続き２分の１を補助すると

いう部分があったもので、平成２２年度

でその制度はなくなっているために、歳

入からなくなっているということでござ

います。ただし、その制度、中学校の夜

間学級の生徒に対する就学援助費、当然、

通学費もでございますが、引き続き市単

費で制度を運用してまいりますので、よ

ろしくお願いいたします。

　次に、小・中学校の就学援助にかかり

ます御質問でございますが、幾つか観点

がございましたが、総合的に御答弁申し

上げたいと思います。

　まず、補正の部分でございますが、今

回、中学校費について補正の予算を計上

させていただいております。この補正に

つきましては、本市のみならず北摂の各

市においてこういう状況が発生しており

ます。

　その要因につきましては、いわゆるリー

マンショック以後の経済状況というもの

が、経済成長率というところでみていた

だくと如実にあらわれているというふう

に思っております。２００８年の経済成

長率が前年比、戦後最大の落ち込みになっ

ておりまして、翌年におきましても、引

き続きマイナス成長ということになって

おります。

　マイナス成長が２年間続いたというこ

とは、過去には例がございません。しか

も戦後最大、更にその翌年は戦後２番目

という落ち込みになっておりますので、

その部分の影響が実態経済、一般の方の、

民間の方の所得に大きく影響をしている

ということが想定をされると思います。

　この認定率なんですけれども、平成２

２年度補正予算に上げさせていただいて

おります認定率で申し上げますと、中学

校の部分で３９．７％、小学校が３９．

６％というところでみさせていただいて

おりますが、過去には平成１６年に小学

校で４１．５％、中学校で３８．２２％
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という部分がございましたので、そこか

らは若干減少傾向にあったものなんです

けれども、今回の経済の状況等から、再

度上昇するような傾向になっているもの

と考えております。

　平成２０年が小学校で３６．１９％、

中学校で３５．９９％、平成２１年度決

算で小学校が３７．７２％、中学校が３

７．２３％ということになっております。

　今後につきましては、昨今の経済情勢

のニュース等をみたときに、前年よりは

回復するのではないかというふうには考

えておりますが、依然厳しい状況の中で、

高い状態の認定率が続くだろうというふ

うには考えております。

　認定率もさることながら、就学援助の

対象の方々の部分、見直しの部分ともあ

わせて、分析の観点なんですけれども、

平成１７年度と比較をいたしまして、認

定を受けておられる方の所得について動

きがございまして、所得ベースで２００

万円並びに３００万円以下の方が非常に

増加しているという分析結果が出ており

ます。

　このことにおきましては、経済産業省

の産業活動分析要旨からも、その状況と

いうのが伺えるわけなんですけれども、

平成１２年度以降、年収４００万円前後

の層を境に４００万円以下の階層が急増

しております。これは民間給与所得者の

給与階級別の人数の推移なんですけれど

も、その部分とあわせまして、更に２０

０万円以下の階層の増加というのが顕著

になっているということから、かなり民

間の給与所得者の低所得化というような

ものが著しく進んでいることが伺えます。

　それにあわせて、子ども学習費調査、

これは平成２０年度に文部科学省が行っ

ている子ども学習費調査でございますが、

学校教育にかかる経費以外の学校外活動

費というのがこの調査の中であるわけな

んですけれども、これが小学校で２１万

円、中学校で３０万５，０００円という

調査結果がございます。これらを勘案し

たときに、現在の就学援助で補助してい

る額で十分にカバーできているのかといっ

たときに、やはり十分ではないというふ

うには認識をしております。

　したがいまして、本会議の答弁でもあ

りましたように、より低所得の方々に対

する少し厚い扶助ということを考えると

いうのも、見直しの選択肢の一つであろ

うというふうには考えております。これ

につきましては、市の行革に基づくもの

でございますので、市の行革方針の議論

の中で、今後、詰めさせていただいて、

できるだけ早く周知期間を持って周知を

させていただくということで考えてはお

ります。

　次に、給食関連でございますが、摂津

小学校の給食調理場の新設にかかる部分

でございます。

　スケジュールについては、これも本会

議で御答弁がございましたが、４月に入っ

て、できるだけ早く業者の選定というこ

とを考えてまいりたいというふうに思っ

ておりますが、その際に業者選定がなさ

れましたら、直ちに現地の状況、おっしゃっ

ていただいているように道も狭いですし、

通学路の部分、民家の部分もございます

ので、その辺の配慮の方法、ガードマン

の設置であったり、その辺も十分考慮し

ながら、安全対策ということを考えてま

いりたいというふうには思っております。

　次に、ドライ化の工事にかかる御質問

でございますが、現在１０小学校におい

て４校がドライ化の施設になっておりま

す。

　今回、摂津小学校を工事いたしますの

で、５校の２分の１がドライ化完了とい
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うことで考えております。

　残り５校につきましては、学務課とい

たしましては１校を２か年計画で考えて

おりますが、何分、予算の関係がござい

ますので、そのあたり等も調整しながら、

計画的に進めてまいりたいということで

考えてはおります。

　次に、コンベクションオーブンの配置

状況でございますが、これにつきまして

も、現在、鳥飼北小学校、鳥飼西小学校、

味舌小学校、鳥飼小学校、そして工事で

摂津小学校という５校の配置になります。

残り５校につきましては、平成２３年度

と平成２４年度の２か年で残りの５校に

配置をしたいというふうに考えておりま

す。

　次に、民間委託の関連の御質問でござ

います。

　委託費につきましては、平成２３年度

が鳥飼西小学校の更新ということになり

まして、プロポーザルの結果、年額で大

体７４万円程度の減ということになって

おりますので、その分が減少していると

いうことでございます。

　それと、正規職員と非常勤職員の推移

ですけれども、今年度のパートの１名増

につきましては、平成２２年度、正規職

員退職者１名が非常勤職員として平成２

３年度から勤務するということでの１名

増ということでございます。

　人数の推移ですけれども、平成１９年

度から平成２３年度まで５か年でござい

ますが、正規職員が平成１９年度からは

３６名、３４名、３０名、２７名、２６

名、非常勤職員が平成１９年度から、非

常勤職員は延べということで御理解をい

ただきたいんですけれども、２人１組で

という態勢がございますので、２５名、

１８名、１９名、１６名、１７名という

推移になっております。

　それと、検証関連でございますが、こ

れも以前から御答弁をさせていただいて

いると思うんですけれども、現場の栄養

士、栄養教諭と随時連携をとりながら行っ

ておりますし、何か問題があれば、随時、

栄養士なりから報告がございますし、日々

の委託業者の職員の配置状況については、

変更があればその都度、前日にはファク

スで一報が入ることになっておりますの

で、そのあたりのところについても問題

はないというふうに考えております。

　それと、検証については、検証会議を

毎年１回、学校給食会として開催させて

いただいておりますが、その検証の内容・

方法については、一定、給食会の中でも、

今後どうあるべきかというところは議論

させていただいて、今のままでいいのか、

それとも新たな観点を設けるのかという

ところを平成２３年度以降、考えていき

たいというふうに思っております。

　それと、退職者の見込みと中長期的な

計画でございますが、平成２２年度で１

名退職がございまして、その後、平成２

３、２４、２５年度とこのあたりは、数

名の退職しか今のところは予定がされて

おりません。したがいまして、この部分

での直近の計画というのはなかなか立て

にくいというふうに現状では考えており

ます。

　長期的な観点におきましては、１０校

あるうちの何校なのかというところは、

やはり議論は避けて通れないというふう

に考えておりますが、現時点でそこまで

議論するのは少し難しいかなというふう

に考えております。

　次に、クーラーに関係します熱中症の

部分でございますが、昨年の猛暑の折に

は、教育委員会といたしまして、２学期

に入って、すぐ学校のほうに熱中症の危

険度を計測できるような携帯型の測定器
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と、おでこや脇に張って体温を下げるよ

うな冷却用のジェルシート、それとスポー

ツドリンクの系統ですね、全幼小中に配

布をさせていただきました。今年度につ

きましても、できる範囲での対応という

のを考えてまいりたいというふうに思っ

ております。

　それと、最後にこども園関連でござい

ます。

　幼保の連携にかかる運営ビジョン等の

御質問であったかと思うんですけれども、

幼保の連携といいますか、就学前教育の

推進・充実ということで教育委員会とし

ては考えておるんですけれども、これに

ついては幾つか背景がございまして、こ

ども園の制度、法律ができたのは平成１

８年度だったと思うんですけれども、で

きてすぐ平成１９年度から、こども園イ

コール幼小連携ということで御了解いた

だきたいんですけれども、こども園化も

見据えた中で、現場の幼稚園教諭、保育

士が中心になって検討会議を設置いたし

ました。これにつきましては、今も継続

しているわけなんですけれども、この観

点と、別府においてこども園を開設する

ということが市として政策決定されたこ

と、更に新しい総合計画の中で、その政

策体系に就学前教育の充実ということを

明記したこと、また、この４月からは組

織機構の見直しということがございまし

て、就学前の保育所と幼稚園の組織を教

育委員会で一本化してみていくというよ

うな背景がございまして、本会議の御答

弁でもございましたが、幼稚園、保育所、

更には就学前の子どもたちが通うすべて

の施設並びに家庭でも活用できるような、

就学前の子どもに対するしつけや教育全

般の参考となるような「就学前教育実践

の手引き」というものの策定を考えてお

りまして、これをこども園の開設にあわ

せて策定することで、こども園でも活用

はしますし、こども園のみならず保育所、

幼稚園、各家庭で活用していただけるよ

うな形で進めていきたいということで考

えております。

　次に、工事中の園児の保育並びに安全

確保の観点でございますが、べふ幼稚園

の改修におきましては、園庭から園舎の

ほうを見て、右側の東半分は、基礎から

すべてやり直して、一部２階建てという

ことで考えております。

　左側の西半分につきましては、現在の

園舎を活用しながらリニューアルすると

いう方法で考えております。夏休みに入っ

てすぐ同時に、並行でその工事をスター

トするわけなんですけれども、西側の改

修につきましては、できるだけ夏休み中

に終わりたいということで考えておった

んですけど、やはり９月中旬ぐらいまで

工期がかかるというふうに聞いておりま

して、設計の段階でそういうふうにかか

るということがわかりましたので、２学

期の９月の中旬ぐらいまでの約２週間程

度ですけれども、その間に限って別府小

学校の教室を活用させていただきながら、

保育を実施したいというふうに考えてお

ります。

　その後につきましては、西側の半分、

これは教室数でいうと約５教室、リニュー

アルができることになっておりますが、

そのうち必要な教室は職員室を合わせて

３教室ということになりますので、その

３教室を使いながら保育を実施すると。

　当然、園庭も約２分の１のスペースに

なってしまいますので、その部分につい

ては、小学校の運動場なり体育館なりを

必要に応じて借用すると。

　また、狭隘になる期間中につきまして

は、園外保育を通常よりも多く実施する

などして対応をしてまいりたいというふ
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うに考えております。

　その間、東側半分は３月ぐらいまで引

き続き工事を行いますので、当然、安全

確保については十分に配慮しながら進め

てまいりたいというふうに考えておりま

す。

○柴田繁勝委員長　続いて、門川課長。

○門川青少年課長　青少年課にかかわり

ます四つの御質問に御答弁させていただ

きます。

　まず、学校・家庭・地域連携教育支援

事業補助金につきましては、これは生涯

学習部長が補足説明させていただきまし

たように、放課後子ども教室推進事業と

学校支援地域本部事業の名称が統合され

まして、こちらのほうで一括、大阪府か

ら補助金のほうが入るという形になりま

す。

　次に、権限移譲交付金の６万６，００

０円の件でございますが、これは今、市

内に千里丘愛育園、また、ひかり保育園、

それと一津屋愛育園が学童保育をしてお

られますが、学童保育を開設するに当たっ

て、市のほうへ届けを出していただくと

いう場合の事務的な経費でございます。

これは、権限移譲で市町村のほうへおり

てきますので、これは認可等ではござい

ませんので、届け出のみということにな

ります。

　次に、平成２２年度の学童保育の賃金

の減額の理由でございますが、今年度３，

０００万円の減額でございますが、現在、

学童保育室ごとに２名の計２０名の正指

導員を配置しておりますけれども、平成

２２年度においては、その指導員が病気、

または育休などにより２名の欠員が生じ、

また、入室児童の中で支援を要する児童

等、またそれに対しての加配、補助指導

員について、当初予定しておりました人

数１２名を下回ったことによって生じた

不用額でございます。

　委員御指摘のように、今後についても、

また入室の早い段階において、入室希望

の情報等を適正な形で把握するように努

力してまいりたいと思います。

　それと、平成２３年度の一斉受付でご

ざいます。一斉受付の人数は６４９人で

あります。この時点で、鳥飼東学童保育

室以外の９学童保育室が一応定員を超え

ております。

　２月末現在の申請者数は６９１名で、

待機者が今現在４２名おります。この中

で支援児の数でございますが、現在、数

名おられます。ただ、従前からすべて先

着という形で、空きがあれば入っていた

だくような方針をとっておりますので、

その点、今後、支援児等についてどうす

るかということは検討の余地があると思っ

ております。

○柴田繁勝委員長　それでは、小林課長。

○小林生涯学習スポーツ課長　それでは、

社会体育施設、社会教育施設の駐車場有

料化への考え方でございますけれども、

柳田テニスコートの利用者も御利用いた

だいております小川駐車場でございます

けれども、これは、文化ホール等の利用

者の方も御利用いただいている駐車場で

ございます。これにつきましては、第４

次行財政改革実施計画、この中に公共施

設付帯駐車場の有料化の検討という項目

がございまして、それに基づきまして有

料化、現在も有料化なんですけれども、

基本的には一部を除いての減免制度の廃

止という方向が出されたということでご

ざいます。

　ほかの施設につきましては、具体的な

導入時期は決まっておりません。今後、

庁内で検討していくことになろうかと考

えております。

　社会教育施設、社会体育施設につきま
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しても、その計画に基づきまして、我々

担当課のほうにも調査がございました。

その中で、私どもが回答させていただい

ているのは、体育施設、公民館等の社会

教育施設、さまざまな利用形態がござい

ます。また、駐車場のスペースであった

り立地条件等、さまざまな施設がござい

ますので、仮に導入するにしても、でき

る施設とできない施設があるんじゃない

かというふうに、私どもは考えていると

ころでございます。

　次に、文化財保護費につきましてでご

ざいます。

　埋蔵文化財調査事業、文化財保存継承

事業の予算増額の理由でございますが、

埋蔵文化財調査事業の増額の理由といた

しましては、御質問もありましたように、

明和池遺跡の遺物が多数出てきておりま

す。そういった土器の整理であったり、

展示に向けたアルバイトの日数増による

ものが主なものでございます。

　文化財保存継承事業につきましては、

第６集会所の現状保存と文化財としての

活用を図るための調査の経費、また文化

財保護条例に基づきまして、指定文化財

の修理等に対する補助金を交付する、そ

ういったものを予算化しているためでご

ざいます。

　次に、明和池遺跡の保存、また出土遺

物の展示等の考え方でございますけれど

も、先般、現地公開もさせていただきま

したけれども、あの遺跡からは、弥生時

代後期の人々が生活していた跡が確認で

きております。竪穴建物と呼ばれる建物

が３か所見つかったり、多くの出土遺物

が出てきております。

　また、建物の脇には当時の川の跡も見

つかりまして、この川が生活と密接した

関係にあったものと考えられるなど、多

くの調査成果がございました。現在、日

本では歴史を覆すような大きな遺跡とか

遺物が出てくれば、現状保存というのが

これは本来の理想的な姿だと思いますけ

れども、多くは記録保存にとどまってお

ります。この明和池遺跡につきましても

記録保存という形で調査員を派遣させて

いただいております。

　ただ、こういった埋蔵文化財調査で出

てきました遺物や、その当時の地面まで

掘り下げた写真であったり、そういった

ものについては、やはり摂津の歴史を知

る上で、また皆さんにも多くわかってい

ただくということでも、公共施設等での

公開展示であったり説明会、講座などの

開催が必要なのかなと考えておりますの

で、その辺についても平成２３年度に実

施したいと考えております。

　次に、教育研究所の活用でございます

けれども、現在、市内には出土した遺物

であったり、市内の方からいただきまし

た農具や民具、こういったものを小学校

の空きスペースや味舌スポーツセンター

などで保管しておるんですけれども、そ

れを今回、旧教育研究所に集積するもの

でございます。

　旧教育研究所自体が昭和１１年の建築

物ということで、鳥飼村役場や公民館な

どでも利用されていた歴史ある近代的な

遺産建物ということで、文化財の保存場

所としてはふさわしいのかなと考えてお

ります。

　ただ、委員がおっしゃっているように、

保存するだけでは確かにもったいないと

も考えておりまして、やはり何らかの形

で展示をできればなと考えております。

　例えば、年間数回、１週間程度、２週

間程度の企画展、埋蔵文化財の発掘調査

展、農具・民具展、こういったことをし

たり、以前、やっておりました小学生を

対象とした土器づくり講座であったり、
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ふるさと摂津案内人にお願いした歴史講

座、また淀川の河川に近いという立地条

件を生かした歴史散策を含めた講座など、

そういったものも旧教育研究所も拠点に

しながら展開していければいいかなと思っ

ております。

　その中では、やはりふるさと摂津案内

人や地域で活躍されている歴史に詳しい

方々、生涯学習スポーツ課の職員も含め

て、いろいろなところで事業を展開して

いけたらなと考えております。

○柴田繁勝委員長　　それでは、ここで

暫時休憩をいたします。

（午前１１時５２分　休憩）

（午後　０時５８分　再開）

○柴田繁勝委員長　休憩前に続いて再開

をいたします。

　続いて、答弁をお願いします。

　池上館長。

○池上市民図書館長　市民図書館にかか

ります５点の御質問に御答弁申し上げま

す。

　まず、１点目でございますが、４月１

日からの指定管理者による適正な運用が

図られるかの点につきましては、昨年の

１２月２８日の総務省自治行政局長の指

定管理者制度の運用についての通知でご

ざいますけれども、この内容につきまし

ては、十分、私も周知というか認識はし

ておりまして、この運用の通知の１項目

から８項目でございますけれども、１点

目から４点目までにつきましては、指定

管理者の指定までの関係にする問題でご

ざいます。この問題につきましては、一

定のルールも踏まえまして、指定管理の

導入ということで議決もいただきました。

　５点目、６点目、７点目につきまして

は、今後の制度を活用した場合の問題と

いうことでございます。その問題につき

ましては、４月１日、基本協定の締結に

向けまして、今、協議を進めている状況

でございますが、その運用通知の５点目

に関しましては、住民の安全確保に十分

に配慮するとともに、指定管理者との協

定等には、施設の種別に応じた必要な体

制に関する事項、またリスク分担に関す

る事項、あと損害賠償責任保険等の加入

に関すること、そういった事項について

協定書に盛り込むことということいなっ

ております。

　この分につきましては、基本協定の中

に十分に盛り込んでおりまして、遵守を

していただくというところで協議を進め

ております。

　６点目の指定管理者において労働法令

とか雇用問題とか、そういった労働条件

への適切な配慮につきましても十分に留

意するよう、これも協定書の中で定めて

おるところでございます。

　あと、７点目、指定管理者選定の際に、

情報管理体制のチェックと個人情報が適

切に保護されるよう、こういった問題に

つきましても、４月１日に向ける準備段

階としまして、３月１日よりＴＲＣとい

いますか、図書館流通センターのほうか

ら市民図書館、鳥飼図書センターにおい

て順次、今は実地研修をしております。

その中で、雇用される契約社員、正社員

等も踏まえまして、本社のほうで研修も

されて、こういった個人情報保護、それ

と接遇等、そういった研修も十分、進め

られております。

　これにつきましては、御質問の２点目

になろうかと思いますけれども、４月１

日からの運用スタートに問題はないかと

いうことでございますけれども、この問

題につきましては、今、言いましたよう

に、順次、研修に入っておりますけれど

も、それぞれのセクションで市民図書館

と鳥飼図書センターにおきまして、スムー
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ズな引き継ぎ業務が行われますように、

今現在、行っています。

　これによりまして、４月１日から市直

営から民間運営になりましても、利用者

の満足度やサービス向上が図られますよ

う、現在、図書館員全員で移行が万全に

図られますよう取り組んでおり、スムー

ズな管理運営が行われるものと考えてお

ります。

　続きまして、３点目の雇用問題。

　現在、採用されております非常勤職員

等の継続の問題でございますけれども、

その状況としましては、市民図書館にお

きましては、市の職員５名、あと非常勤

職員１１名の１６名がおるわけなんです

けれども、市の職員を除く１１名につき

ましては、本人のほうがＴＲＣとの雇用

を希望される人につきましては、一応１

００％。

　その内訳としましては、ＴＲＣの契約

社員になられた方は、市民図書館のほう

では５名、あと鳥飼図書センターにおい

ては２名、合計７名、その他の非常勤４

名につきましては、市のほうへ引き上げ

という形になっております。

　あと、鳥飼図書センターの女性４名で

すけれども、この方達は施設管理公社の

ほうに引き上げという形になっておりま

す。

　４点目、読み聞かせ等のボランティア

等の団体との関係、引き継ぎ等の問題で

すけれども、既に３月から順次、土曜日

ですけれども、そこに来られている人た

ちとの顔合わせ、今後の継続事業につい

て、引き続きお願いできるものと考えて

おります。

　あと、５点目でございますけれども、

図書購入費の増額の考え及び検証、モニ

タリング等の問題でございますけれども、

図書購入費につきましては、補正の分も

あわせまして、今年度２５４万４，００

０円の増額でございます。これは、市民

利用者のアンケート等の第１位になって

いました図書等の充実ということでござ

いまして、そういった観点から増額を図っ

て、１７．５％の増になっております。

　あと、その図書の購入に関する地元の

本屋との関係でございますが、これにつ

きましては、引き続き、図書購入費の当

初予算額の６０％以上の額を、摂津書店

会の図書購入に充てるということの留意

事項等、協定書の中で交わすつもりでご

ざいます。

　あと、検証・モニタリング等に関する

問題でございますけれども、これも基本

協定書の中にモニタリングに関する要項

ということを定めておりまして、この中

で一応モニタリングの目的、モニタリン

グの要領、モニタリングのあとの結果の

公表等を定めて、検証等を進めていくこ

とになります。

　一応、５点の質問については、以上で

ございます。

○柴田繁勝委員長　馬場部長。

○馬場教育総務部長　機構改革に伴う御

質問が二つありましたので、一応、庶務

担当をしておりますので、私のほうから

一括してお答えさせていただきます。

　まず、こども育成課の移行に伴う現在

の状況ということでございますが、１２

月に機構改革の条例を可決いただきまし

て、並行して私ども教育委員会と、法制

文書課、政策推進課、こども育成課のそ

れぞれが、それに伴う規則改正を、今、

最終的なすり合わせをしておりまして、

３月末までに規則の手続を完了する予定

にいたしております。

　あわせまして、現実の執務室の状況で

ございますが、保健福祉部の部長からは、

移行に伴う執務室の確保ということで、
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窓口の広さでありますとか、相談室の確

保、倉庫の確保、それと執務室全体の確

保等々の要望を聞きまして、そして私ど

もそれに合わせまして一定お答えを返し

まして、今現在、４月から滞りなく移行

するために、内部の文書等を事前に移せ

るものは移していこうという形で、担当

同士で事務作業をしていただいておりま

す。

　具体にお尋ねになりましたカウンター

につきましては、すべてこども育成課が

使っているローカウンターに替えていく

つもりにもしておりますし、またベビー

ベッドも当然ながら持ってきてもらうと

いうことで、事務が６階に来ても、滞ら

ない形で、こども育成課を中心にやって

いただいておりますので、それにつきま

しては４月に向けて万全の体制でやって

いきたいと、そういうふうに考えており

ます。

　それと、教育センターの所長が次世代

育成部長が兼任になるということなんで

ございますが、これにつきましては、教

育委員会の内部規則の中で、従前、教育

研究所につきましては、教育総務部が所

管する教育機関と位置づけておりました。

教育研究所は１課でございますので、当

然ながら課長が研究所長をされていたと

いうことです。

　今回は、次世代育成部の中に教育セン

ターを教育機関として規則上位置づけま

した。その教育センターの中に、今回福

祉のほうから家庭児童相談室の機能が入

りますので、福祉の部門と教育の部門が

併存するということになりますので、教

育センターは、２課体制でやっていきた

いという形になりますので、それを統括

する教育センター所長は、課長の上司で

ある部長が兼務すると、そういう体制を

組ませていただいたものでございます。

○柴田繁勝委員長　答弁は終わりました

ね。

　安藤委員。

○安藤薫委員　それでは、２回目の質問

をさせていただきます。

　府補助金との関係でございます。

　幾つか大阪府のほうの事業、府の補助

金がなくなるということで、ざっと計算

しますと約２，０００万円ほど、今お聞

きした中では２，０００万円ほどなくなっ

ていく中で、学校安全事業であるとか、

まなび舎Youth補助金であるとか、部活

動の指導員であるとか、その学力向上プ

ランにかかわる事業の補助金事業以外は、

引き続き単費でやっていかれるというこ

とでございますので、引き続きよろしく

お願いしたいと思います。

　この学校安全交付金にかかわる安全見

回り事業についてなんですけれども、受

付員ですね、学校の受付ボックスの受付

員。それからシルバーなどに対する団体

への委託、二つの形態でお願いをしてお

られると思うんですけれども、受付員の

報償金が新年度は５１万９，０００円ほ

ど下がって、一方で委託料のほうが６８

万６，０００円上がっていると。

　数字上で見てみますと、個々の地域の

個人的な受付員、有償ボランティアから、

少しシルバー人材センターなどの団体に

対する契約がふえているように推測でき

るわけなんですけれども、その点の経緯

といいますか状況をお聞かせいただきた

いと思います。

　もともと、大阪教育大学附属池田小学

校の痛ましい事件から、摂津市が大阪府

に先駆けてつけた受付員ボックスで、警

備員でなくてやっぱり地域の方々に学校

への出入りを見守ってもらう、よく学校

にも伺うんですけど、子どもたちと本当

にいい感じでコミュニケーションを図っ
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ておられて、非常にいい制度だと思うん

ですね。

　こういったものについて、担い手の問

題はこれだけでなく、いろいろな分野で

今起きてきているわけですけれども、総

合計画でも協働という言葉が非常にキー

ワードになっております。協働を広げて

いく上でも、地域の方々との関係という

のをやっぱり強化していかなければいけ

ないと思うんですが、その点、その受付

員と団体補助との関係で、バランスです

とかちょっと苦慮されることがありまし

たら教えていただきたい、課題について

お聞かせいただけたらと思います。

　それから、まなび舎Youth補助金であ

るとか相談員ですとか、やっぱり教育に

かかわる問題でいくと、人的な保障とい

うのは非常に重要で、この間も家庭教育

相談員であるとか、それから小学１年生

に対する学級補助員の派遣ですとか、学

校読書サポーターの派遣ですとか、ソー

シャルワーカー、スクールガード・リー

ダーですとか、さまざまな形で現場のほ

うに人的な保障をされているということ

は、これは大枠でみますとやっぱり正規

でというのがあると思うんですね。教員

をもっとふやしてということはあるにし

ろ、摂津市として、独自でやれることを

努力されているということについては、

私は非常に評価できることだなというふ

うに思っています。

　そういった評価をしつつ聞きたいんで

すが、家庭教育相談員、先ほども非常に

効果を発揮しているというようにお話あ

りました。今回、賃金が６６万円ほど下

がっているんですね。この点はどういっ

た内容になっているのか、お聞かせをい

ただきたいと思います。

　それから、スクールガード・リーダー

についても、金額が少し下がっておりま

すが、その点、お聞かせいただけないか

なというように思います。

　こうしたさまざまな人的保障というの

は継続され、一部増額もありますし、継

続していただくということについてはあ

りがたいことだなと思うんですけれども、

同時に、これ毎日新聞の３月８日にも載っ

ておりました学校の先生ですね、教職員、

正規の職員と非正規の職員、学校現場で

も非正規の職員の比率が高くなっている

と、最多で全国の公立小・中学校で１５

％の非正規の職員が子どもたちと接触を

していると。

　もちろん、非正規の職員といえども、

免許を持っておられて、一生懸命子ども

たちと接触して、学習ですとか教育に携

わっているというのは、私も現場でよく

みておりますからよくわかりますが、や

はり非正規の職員になりますと、１年、

２年と、非常に短期的な契約ということ

になりますので、来年には先生がいらっ

しゃらずに、子どもとの長期的なかかわ

りというのがなかなか持ちにくいとか、

学校経営において中長期的に教育現場で

携わることができないというデメリット

もあるわけですね。

　更には、非常勤での講師になりますと、

年収２００万円以内のワーキングプアと

いわれるような非常勤の講師もいらっしゃ

ると、ここにあるんですけれども、別に

塾の講師というアルバイトも持ちながら

やらないと、生活がなかなか立ち行かな

いという方も報告されているんですね。

　将来を担う子どもたち、特に今の複雑

な社会の中で、その複雑さのしわ寄せが

どんどん子どものところに、子ども社会、

学校の現場にしわ寄せが押しつけられて

いる中で、人間の人格の形成であるとか

学力の向上であるとか、生きていく力を

学んでもらうための学校の現場で、教え
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る側の先生のほうが非常に困難な状況に

なっているということは、看過できない

問題ではないかなと、これは、共通の思

いではないかなというふうに思っていま

す。

　そこで、改めて摂津のこの４月からの

学校の教職員の状況を、お聞かせいただ

きたいと思います。

　定数内の講師の比率であるとか、それ

から非常勤の講師の方の人数はどうなの

か。昨年だったでしょうか、病欠であっ

たり産休でお休みになられた先生の補助

が、代わりに入る先生の手配がなかなか

とれないで、授業を穴あけるわけにいか

ないので、教頭先生が入られたりという

ようなお話を報告いただいたわけですけ

れども。

　今回の新年度の担任が決まらないとか、

それから担当教科の教員の人数が埋まら

ないというようなことはないのか。また、

年度内に産休や病気等でお休みになられ

た際の、代理に入られる先生の手配とい

うのは、どんな状況になっているのか、

その点をお聞かせいただけないかなと思

います。

　続いて、あっちこっち行って申しわけ

ないんですが、学校・家庭・地域連携教

育支援事業に、放課後子ども教室推進事

業と学校支援地域本部事業が統合されて

一体化されたということでございますが、

単純に足しますと３０万８，０００円ほ

ど少なくなっているんですね。統合する

ことによって補助金が減っています。そ

の事業の側のほうにどんな影響があるの

か。わくわく教室であるとか、小学校の

しゅくだい広場等も、ここの放課後子ど

も教室事業のほうに含まれていたかと思

いますけれども、その点について状況を

お聞かせいただきたいと。見込みといい

ますか、見通しをお聞きしたいと思いま

す。

　それから、使える英語プロジェクト事

業、モデル中学校区に対して、ネイティ

ブの先生に入ってもらって、話せる英語、

使える英語をということだというふうに

御説明をいただきました。

　同時に、お聞かせいただきたいのは、

概要の１０８ページにも国際理解教育に

関する社会人講師等の経費というのがあっ

て、そこで英語の指導助手が派遣されて

おります。

　こちらとの関係はどんなふうな形にな

るんでしょうか。連携されていくものに

なるのでしょうか。

　中学校区ですので、すべての中学校区

に派遣されるのか、モデルということで

すので、一つの中学校区がモデルとなる

のか。その他の部分をこの英語指導助手

講師の派遣で補うというような形になる

のか。その辺の連動性といいますか、そ

れを教えていただけたらと思います。

　駐車場の有料化についてです。柳田テ

ニスコートの利用者にとってみると、今

までは市の公共施設利用者は減免の対象

になっていたものが、障害を持っておら

れる方などの一部の条件を除いて、減免

制度がなくなり、利用料が必要ですとい

うことです。

　今後、その他の社会教育施設であると

か、屋外体育施設、スポーツ施設などの

駐車場についても、方向性としたら、こ

れからそんな検討もされていくんではな

いかなと思うんですが、一つは社会教育

というものの考え方から、どの市民にとっ

て、あらゆる人にあらゆる機会を提供し

ていくと、社会教育権というものが保障

されているわけで、かつては公民館であ

るとか体育施設であるとか、学校の施設

を利用する場合というのは、原則無料だっ

たものが一部有料化されてきました。受
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益者負担という考え方が持ち込まれてき

ているわけですけれども。

　更に、その上駐車場の有料化をするこ

とによって、その社会教育権との問題で

すね。どのように整理していくのか、そ

れはやはり社会教育を担っている教育委

員会で、一定の物差しというものを持っ

て、市全体の駐車場の有料化の問題の中

で、きちんと発言をしていくという立場

を明らかにしながら、協議をしていくと

いうことが必要だと思いますけれども、

その点の理念問題についてお聞かせいた

だけたらと思います。

　学力定着度調査の件です。全国調査に

ついては、ことしも抽出であると。ただ、

摂津の場合、ことしは大阪府の悉皆調査

というのが６月１４日に行われるという

ことですね。更に、小学校２年生を対象

に、市独自の実態調査というものも計画

されているというふうに聞きました。

　その場合、例えば全国の調査ですけれ

ども、大体去年ですと３割ぐらいが抽出

されるというふうに、私の記憶ではある

んですけれども。ただ、摂津市の中で３

割選ばれるかどうかというのはちょっと

わかりませんが、抽出された学校は、４

月にも全国テストをやり、６月にも悉皆

調査ということで大阪府の学力テストも

やると。二重のテストをやるということ

になるのか、それを、それぞれが分析を

して、その分析結果をまた一つの教育委

員会であり学校でありというのがやって

いくのかですね。これは、経済的にいっ

ても二重投資になるんではないかなとい

うふうな思いがするんですけど、その点

の運用はどうなのかお聞かせいただきた

いということです。

　それから、学力テストの目的、この間

何度もいろいろお聞かせいただきました

し、それから学力テストの調査の中身に

ついて、毎年教育改革フォーラムが開か

れて報告されたり、ことしは中学校区ご

とにその状況を説明に地域に、教育委員

会の皆さんが入られているという中で、

この学力テストの是非は別にして、摂津

市の子どもたちが置かれている状況であ

るとか、課題であるとかを明らかにして、

それに対して摂津の教育をこういうふう

に改革していこうという、そういった意

図がよくみえてきているわけですね。

　ですから、当初心配していた他市との

競争であるとか、どの位置にあるのかと

いうことよりも、摂津市の教育現場であ

るとか、実践ですね、教育実践の課題は

何なのかというのを明らかにして、それ

に対してどうやっていくのか。それから

生活状況についても、摂津の子ども、子

育て世代の課題はここにありますよとい

うのを明らかにして、協力を求めていく

という動きが今、持たれているのかなと

いうふうに認識しているわけです。

　そうなりますと、悉皆調査をやる必要

は、もう改めてやっぱり感じないんです

ね。全体の摂津市の状況を掴むというの

が目的であれば、もう既に状況や傾向が

明らかになってきて、それに対する対策

というのを、今、一生懸命考えられて進

められていこうとしているわけで、更に

これを取り組んでいくこと自体、これは

本当に無駄な調査になるんじゃないかな

と。

　しかも、学校現場で学習指導要領によっ

てコマ数もふえてきて、小学１年生から

もう１週間ずっと５時間授業だという、

大変な状況の中で時間をとるということ

が、果たして本当に教育にとっていいの

かどうかというのを思うわけです。その

点の御見解をお聞かせいただきたいなと

思います。

　教育関係団体の補助金についてですが、
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幾つか分散していたものを一つにまとめ

ましたよと。それで、それぞれチェック

をしていくということなんですが、ちょっ

とよくわかりにくいのは、今までもそれ

ぞればらばらにあったものについて、必

要かどうかというのをきちんと精査をす

る上で、執行してきたんではないかなと

いう思いがするんですね。かえって一つ

にまとめることによって、どこにどんな

補助金が出ているのかというのはみえに

くくなっているような気がするんですけ

れども、その点のお考えを聞かせてくだ

さい。

　それから、今後そういった精査の仕方

も変えていくんだということであれば、

その精査の仕方を変える物差しというの

はどこにあるのかですね。どんな物差し

で、これはもうやめようじゃないかと、

これは継続しようじゃないかと、その辺

の物差しをもう少し明らかにしていただ

きたいなと思います。

　教育研究所、不登校等の問題です。不

登校の問題、もう御説明ありましたよう

に、原因というのは本当に多様化してい

るというのはよく理解できます。それぞ

れに対応していかなければいけないとい

うことでいえば、相談をしていくという

仕事というのは大変なお仕事だなと。す

ぐにそれは、結果が出るというものでも

ありませんし、引き続き頑張っていただ

きたいなと思うんですが、頑張るにもい

ろいろ限度が当然出てくるわけで、人員

が充足できているのかどうかというよう

な点もあるんですけれども、その点はど

うか聞かせてください。

　それから、やっぱり地域の中で不登校

でいろいろな理由があって、教育研究所

や相談所に来れる子、それから来れない

子に対しても対策を打っていくというお

話がありました。

　一方で、その不登校の児童の御家庭に

いろいろと事情があって、学校の先生が

行っても家庭のほうが対応しないと、し

てくれないというような、非常に困難な

例も幾つかあるのではないかなという思

いがするんです。

　そういうときも含めて、不登校の子が

学校にでできたときに、まずもっては担

任の先生が対応されるんでしょうけれど

も、学校を挙げてやる、しかし学校では

対応できないことについて、教育センター

のほうで担うんだと思うんですけれども、

その点の流れがどのようになっているの

か、学校任せになってしまって、子ども

が結果的に放置されてしまっているよう

な状況がないのかですね、お聞かせいた

だきたいということ。

　それから、鳥飼にある研究所が、こち

らの香露園のほうに来ましたので、相談

の窓口という点について、それも確認を

しておきたいと思います。より広く窓口

をつくっていくということは大事だと思

うんですが、その点、鳥飼、それから家

児相でいえば子育て支援センターのほう

の既存の相談窓口についてはどうなのか。

　あわせて、適応指導教室ですか、パル

であるとか、さわやかフレンドであると

か。それから、教育センターに通っても

らって、そこで勉強する子どもたちがい

ますが、立地条件によっては、なかなか

そこに足を運びにくい子どもたちもたく

さんいるんじゃないかと。そういう意味

では、そういった機能を持ったものが、

やっぱり地域的に地域ごとに受け入れる

単位というものがやっぱり必要ではない

かなと思うんですけど、認識をお伺いし

たいと思います。

　国旗・国歌についてです。この問題は

何度もやっておりますので、余りもう長

く時間とりませんが、学習指導要領の位
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置づけというのがやっぱり重要ではない

かなというふうに思っています。

　学習指導要領の位置づけについては、

私調べたら、大分昔になるんですけど、

１９７６年の学力テスト最高裁判決の中

で、最高裁が憲法に基づいた行政権力と

教育との関係の一般的な原則というもの

を整理されているということらしいんで

すね。学習指導要領というのは、全国的

な大綱的基準としての性格を持っている

と。ただ、その前提として、法的拘束力

を予定しない部分もあるよと。細か過ぎ

るなど法的拘束力を持つべきでない部分

もありますよと。地域及び教員の自主的

教育の余地を十分残しているはずのもの

ですよと。教師に一方的教育内容を強制

していないはず、こういった前提の下で

大綱的な基準として運用されるものだと

いうような判断をされているわけですね。

　というのは、やはり戦前の一つの考え

方を教育現場に持ち込んで、それを教育

として詰め込んでいったことによって、

いろいろな失敗があった。そういった反

省に基づいて、教育現場での自主性とい

うものがやっぱり重視されるわけですね。

大きな枠組みはあるにしても、この問題

について、どうやって教えるかはそれぞ

れの現場によって判断基準が、判断とい

いますか選択肢があるよという余地を残

しているものだと。

　そういうことからしますと、日の丸、

君が代に対してもですね、もちろん国旗

国歌法がありますから、日の丸は国旗で

あり、君が代は国歌ですから、それはも

う間違いありません。

　ただ、それに対しての尊重義務は法律

の審議の中では盛り込まれていません。

尊重する、したい人、したくない人、こ

れは全部内心、良心の問題でありますか

ら、そこまで踏み込むという問題ではな

いでしょうというような思いを、そうい

うふうな認識に立つべきではないかなと

いうふうに思いますが、もう一回だけそ

の前提についての見解を聞かせてくださ

い。

　就学援助金です。非常に、大橋課長の

ほうからも御説明いただきましたように、

低所得化が進んでいる中で、年収２００

万円以下の世代が非常に増加していると。

しかも文部科学省がやっている学習費の

調査においても、授業料以外に子育て世

代の費用負担というのは非常に大きいと

いう点からいくと、やはり原則義務教育

は無償だという原則からすると、就学援

助金の制度というのは非常に重要だとい

うように思うわけです。

　改めて伺いますが、この就学援助金制

度の見直しについて、新年度にかけてやっ

ていかれるんだと思うんですが、第４次

行革というところが出発点になりますと、

大橋課長がおっしゃっている、低所得化

の子育て世代に対する対応という意味で

の就学援助金の見直しにはならないんじゃ

ないかなと思うんですね。

　やはり、出発点としたら、就学援助金

制度の意義と今の低所得化、経済状況の

困難、実際の教育費用の増大という点か

らいくと、まずは教育にかかるお金の負

担軽減のために就学援助金の制度をどう

していくのか。

　今、入っていないＰＴＡの会費、生徒

会費、クラブ活動費なんかも含めて、そ

れからそれぞれの単価も引き上げること

も含めて検討する、そこがまず出発点で

あるべきで、もちろん国の準要保護に対

する補助金が廃止されて、交付金化され

てしまっていますから、この間の決算を

みてみましても、市単独で負担をしてい

る費用というのは、どんどんどんどん増

大していて、担当からしてみたら、これ
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はもうこのままほっとけないという危機

感を持たれてるというのは、それはもう

よく理解できるわけですが、しかし就学

援助金制度というのは、そもそもこうい

う経済的な困難な中で、就学が困難にな

るような世帯がどんどんふえている人た

ちをどう、経済的な理由で教育が受けら

れないような状況を生み出さないかとい

うための制度でありますから、出発点と

したら、制度の中身の充実というところ

から出発して、方向性を明らかにする中

で、市民の皆さんにも理解を求め、財源

の問題との折り合いをつけていくという、

見直しの論理の進め方があるのではない

かと思うんですけれども、その点をお聞

かせいただけないかなと思います。

　給食の調理場の建設については、安全

の問題、ぜひ留意していただいて進めて

いただきたいと思います。先ほどもあり

ましたけれども、摂津小の場合ですね、

給食だけでなく、その他のエアコンの設

置と二つ重なりますし、エアコンの設置、

それから給食調理場、耐震補強の工事と、

それからこども園のほうの設置の工事に

ついても、安全対策をしっかりしていた

だく上で、慎重に進めていただきたいな

というふうに思います。要望としておき

ます。

　給食の民間委託についてです。検証会

議の中身についても議論になっていると

いうお話でしたので、改めて民間委託と

して管理者というのは、制度上はちょっ

と請負契約と指定管理者ということで違

うかもしれませんが、民間に公がやるべ

き公的責任として果たすべき事業をお任

せするわけですので、安全・安心の給食

のための、やっぱり検証というのはしっ

かりやるべきだと思いますので、その点

はよく議論をしていただいて、その議論

の中身とあわせて検証の中身についても、

多くの市民にも明らかになるような情報

公開をしていただくように要望したいと

思います。

　給食については、これも代表質問の中

で取り上げられていましたが、中学校給

食が大阪府知事、大阪府の方針として、

大きく今までよりも踏み出した内容になっ

ています。代表質問の御答弁でもなかな

か中身がはっきりわからない点というの

もあるのもよく理解しています。

　ただ、スケジュールからいきますと、

４月、５月に各市町村の意見を聞いた上

で、今年度中には一定の中身を詰めてい

くというような計画だというふうに、大

阪府のほうの資料を見ますと載っていま

すね。

　債務負担行為ですね、そのイニシャル

コストの半分を補助しますよと。それは、

５年という限度を設けられておられます

ので、そういった５年の限度の中で、摂

津市として中学校給食をどうみていくの

かというのが、やっぱり検討するという

ことは責任だと思うんです。

　とりわけ、大阪の中学校給食の実施率

１２．４％になっているんでしょうか、

非常に他府県と比べても非常に低くなっ

ています。

　学校給食法においては、小・中学校の

給食の実施というものは、学校設置者の

努力義務とされているわけですね。義務

ではありませんけれども、努力するんだ

と、努力する義務があるんですよという

ことですから、もちろん財政の面という

のはありますけれども、教育委員会とし

て中学生の子どもたちの食育であるとか、

それから栄養の状況であるとかというも

のも総合的にみたときに、やっぱりこれ

はやる方向で努力するべきだと思うんで

す。その上で何が足りないのかというの

を大阪府にどんどん意見を言うていくと
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いうことが大事だと思うんですが、見解

を伺いたいと思います。

　エアコンは先ほども要望しましたが、

猛暑対策とあわせて早目に対応をお願い

しておきたいと思います。

　それから、契約の仕方なんですけれど

も、市内の景気・経済というのは非常に

悪くなっていて、とりわけ中小企業者の

多いまちである摂津で、やっぱり仕事は

非常に減っているんですね。小規模修繕

工事希望者登録制度など、地元の業者の

仕事をふやすための努力というのは摂津

市でも頑張っておられます。

　しかし、いかんせん財政難の中で、市

の事業、官工事そのものも減ってきてい

る中で、学校の施設改修とか空調機器の

工事というものは、本当にめったにない

ものだと思うんです。

　大きな耐震補強工事とは別にして、エ

アコンの工事などですと、素人考えです

けれども、学校ごとによって少し業者を

変えるとか、一定入札、落札、入札に参

加していただいた会社に対して、地元の

業者を活用するとか、公契約条例はまだ

摂津にはありませんが、最低基準の利益

を確保した形で仕事を下請、地元業者に

回すというような条件をつけるとかです

ね、そういったことが求められるのでは

ないかなと思うんです。

　これは、総務のほうの契約関係になる

のかもしれませんが、もしできましたら、

これに対しての見解を聞かせていただけ

ればありがたいです。

　こども園については、工事のほうは、

ぜひ安全に配慮していただくということ

です。

　要は、あと中身になってくると思うん

ですね。平成１８年から幼保一元に向け

た現場での幼保連携の勉強会も行われて

きているということですが、いよいよも

う具体的な検討もはじまっているんでは

ないかなと思うんです。

　保育所は市内全域から子どもたちが集

まってきます。幼稚園は通園区域があり

ますね。その辺の生活環境の違いである

とか、それから保育時間の違いであると

か、それの対応の現場でのすり合わせで

あるとか、その点はどんな状況になって

いるのか、どの辺で整理をしていくのか。

　それから、保護者に、就学前教育で、

今度手引も出されるということですけれ

ども、保育所に子どもを預けている保護

者、それから幼稚園に子どもを預けてい

る保護者、生活のリズムもスタイルも違

う人たちが、同じ園で保育に家庭として

かかわっていくことになるわけですから、

親同士の連携というのも非常に重要になっ

てくると思うんです。その点の取り組み

もお考えになっているのか、お聞かせく

ださい。

　学童保育です。３，０００万円の減額、

やはり大きいと思うんですね。もちろん、

欠員が出たりとか、支援の必要な児童が

入室してきたり、しなかったりというこ

とで、一斉受付ではなかなか対応し切れ

ないものだとは思うんですけれども、例

えばもう補正で調整をしていくとかいう

ようなやり方というのもありではないか

なと思うんですけれども、その辺の考え

方を教えていただけたらなと思います。

　それから、新年度当初から４２名の待

機が発生している。例年、大体夏休みぐ

らいまでには欠員ができて、そこに入れ

ていって、待機児が期中にはなくなって

くる傾向にあるという御説明をこの間も

受けてきたんですけれども、しかし新し

い環境の下で、生活がはじまる上で待機

になるということは、やはり子どもにとっ

ても保護者にとっても大変なことだと思

います。
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　新年度当初から、待機児がこれだけ出

るということの原因は、そもそもどこに

あるのかな、その辺、どう分析されてい

るのかお聞かせをいただきたいなという

ふうに思います。

　それから、支援が必要なお子さんもい

らっしゃるということです。そうした方

への対応というのをやはり優先的に考え

る必要があるんじゃないかなと思います

が、御見解を聞かせていただきたいと思

います。今回の待機の方の中で、新１年

生の子はどのぐらいいらっしゃるのか、

若しくははじめて学童に入りますよと、

１年生のときは入ってなかった、２年生

のときは入ってなかったけれど、家庭の

ほうでお仕事につくということで学童が

必要になったと。はじめて学童に入れた

いんだけど入れない、というような方が

どのぐらいいらっしゃるのかについて、

わかればお教えていただけたらなと思い

ます。

　同時に、前回も少し申し上げましたが、

新１年生で学童に入る子というのは、基

本的にはその１年前、保育所の５歳児の

子たちは、基本的に条件が変わらなけれ

ば保育が必要なことには変わりませんの

で、学童への需要があるはずだと思うん

ですね。

　今、調べてみますと、大体ことしの５

歳児の２月末の数字と、それから学童の

１年生の入室希望者の数字を見ますと、

大体７割ぐらいの方が申請されているん

ですが、保育所であれば収入に応じて保

育料が変わってきますので、所得の低い

人にとってみると、保育をお願いしやす

いですが、学童についてそういったもの

はないとか、お帰りが６時ぐらいで終わっ

てしまうということで、入れたくても入

れられない環境にあるというような方も、

潜在的にはいらっしゃるんじゃないかな

と思うんですけれども。その点の分析と

かいうのはされているのかどうか。情報

収集とかも必要だと思うんですけれども、

お聞かせいただけないかなと思います。

　図書館です。そもそも市民の文化のバ

ロメーターともいわれるような図書館と

いうのを指定管理者にするということは、

非常に残念なことでありますが、４月か

らスタートということですので、市民サー

ビスの後退がないようにしていただきた

いということ。それから、この運用につ

いての総務省からの通知には最低限照ら

して、運用をしていただきたいなという

ように思っています。

　モニタリング等は、またこの後、図書

館等協議会の条例も出ておりますけれど

も、そのモニタリングを行う第三セクター

のようなものというのは、どんなことが

考えられるのか、図書館等協議会のほう

でその役割を担うのか、お聞かせいただ

けたらと思います。

　文化財保護についてですが、教育研究

所の後に、やっぱり倉庫だけでは本当に

もったいないですね。地域にも開かれた

施設ということで、ぜひ活用を図ってい

ただきたいなということを要望しておき

たいと思います。

　それから、明和池遺跡の保存について

は、日本の歴史を覆すような大発見でな

ければ、大概は写真での記録保存だとい

うことなんですけれども、しかし摂津に

おいてはやっぱり重要な遺跡なんですね。

　この間、遺跡を守る会ですかね、そこ

から要望書が出ているんですね。吹田操

車場跡地の開発が今進んでいて、ＵＲ機

構がいろいろ事業を展開していく中で、

下水管を埋める工事をしていく上で、ちょ

うどその遺跡のど真ん中を通っていくと。

そうするとつぶれてしまう。せっかくの

貴重なものがそのままつぶれてしまうと
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いうことで、少し迂回をすれば、全部は

残せないけれども一定残すことができる

ということで、いろいろ摂津市の教育委

員会や都市整備部であるとか、土木下水

道部のほうに要望も持っていっておられ

ます。

　しかし、根源的には教育分野で、大阪

の文化財センターとか摂津市の教育委員

会が、遺跡に対してどういうふうな方針

を持つのかというのが、やっぱり一義的

にあるんだと思うんですけど、記録保存

ではありますけれども、少しでも状態を

そのままにして埋め戻してもらって、ま

た後世に残すような努力をするというの

は、文化財保護という観点からは需要だ

と思うんですけれども、その点のお考え

はどうなっているのか、聞かせていただ

きたいと思います。

　機構改革については、これから違った

部署、課が一つになっていく。教育セン

ターでも違った箇所から対象年齢も違う

相談の窓口を受け付けていくということ

ですので、いろいろ大変なことはあるか

と思いますけれども、混乱のないように

検討を進めていただきたいと思いますし、

責任の所在というものをはっきりと、ぜ

ひ示しておいていただきたいなというこ

とを要望しておきたいと思います。

　２回目は、以上です。

○柴田繁勝委員長　それでは、前馬次長。

○前馬教育総務部次長　それでは、安藤

委員の２度目の御質問に御答弁申し上げ

ます。

　まず、家庭教育相談員の賃金が下がっ

ている件でございますが、市立の小・中

学校の教職員の勤務時間が短縮されてお

ります。その関係で従前家庭教育相談員

の勤務時間が、教職員と同じように８時

間で設定しておったものを７時間と縮め

ました。教職員の７時間４５分の勤務時

間を超えて、家庭教育相談員が勤めると

いう状況というのはいかがなものかと思

いますので、そのようなことでございま

す。

　それから、スクールガード・リーダー

でございますが、これにつきましては、

報償費が一昨年度までの金額に比べまし

て、昨年度減額されております。昨年度

予算要求を行う時点では、まだ国のほう

の基準が明確にされておらず、予算要求

の後、金額が下がりまして、減額補正も

したところでございます。

　そのような状況から、平成２３年度は

昨年度と示したものと同じ金額になり、

結果的には当初予算では昨年度に比べて

下がっておるということになっておりま

す。

　続きまして、４月からの教職員の状況、

これにつきましては、後ほど人事担当参

事から御答弁申し上げます。

　それから、国際理解教育のほうで、Ａ

ＬＴの派遣等と使える英語のプロジェク

トの英語指導支援員の関係ですが、ネイ

ティブのスピーカーが子どもたちに、ネ

イティブの発音をシャワーのように浴び

せて英語に慣れていく、慣れ親しむとい

うことでは目的は同じです。ただ、本市

のこの国際理解教育におけるＡＬＴにか

かわりましては、実は各中学校に対して

約５０日、１０週間の派遣になっており

ます。

　実際に、１年生から３年生までで分け

ますと、十分かといえば本当はもっと配

置したい状況もありますので、まだまだ

十分ではありません。体験的な学習、あ

るいは活用する、実際に話をするという

ことでは、この使える英語プロジェクト

推進事業で、更にそれを補完できるので

はないかと思っておるところです。より

ネイティブスピーカーを活用した授業の
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あり方というものがモデル校区で研究で

きればと考えております。

　それから、学力調査の件でございます

が、全国の学力・学習状況調査の抽出率

につきましては、全体で３割ということ

ですが、これは市によってばらばらでご

ざいます。かなりの数を抽出されるとこ

ろもあれば、ゼロというところもござい

ます。

　今回、確かに府のほうと国のほうと両

方する学校も出てまいります。しかし、

二重にはなりますけれども、結果は学校

のほうへ返りますから、それを有効に活

用できればと思っております。

　我々としましても、府は国が悉皆にな

れば撤退すると、そのような条件をつくっ

ておりますから、テストが幾つもあるの

は望ましくないとは考えておるところで

ございます。

　なお、学力調査について悉皆の必要は

ないのではないかと。例えば、市で行う

ならば抽出でよいのだと、そのような御

意見でございますが、各学校が実態に応

じて何をするかということも重要な目的

の一つでございます。学校によって、状

況にはかなり違いもございます。もちろ

ん、学校ごとの結果公表はいたしません

が、学校が学校の実態に応じて、学校の

取り組みを行っていくことは重要である

と考えております。その意味では、全校

で行うことの意味はあろうかと思います。

　教育関係団体の補助金の問題でござい

ます。一つにまとめることの意味ですが、

これまでは、補助金をさまざまな課が管

理しておりました。その中で、例えば団

体の負担金も、この補助金の中に入れら

れているなど、いろいろな運用がされて

おりました。そういう意味からしますと、

一つにまとめることで運用が統一できる

と考えます。

　また、市全体の教育内容がいかに充実

していくか、そして、教育関係団体がい

かにこの充実に貢献しておるか、それが

一括管理できるということもあると思い

ます。関係団体が連動しながら、本市の

教育をつくっていっている部分もござい

ますので、１か所にまとめることの意義

は大きいと考えています。

　精査の物差しでございますが、これに

つきましては、いかに子どもの教育に還

元できるか、これが一番大きな物差しで

あると考えております。

　また、本当に必要であるかどうか、子

どもに返していくということでいえば、

子どもに物を渡すわけではございません

から、教育内容としてどうなのか、その

ようなことが物差しになるかなと考えて

おるところでございます。

　続きまして、国旗・国歌にかかわるこ

とでございます。学習指導要領に位置づ

けられておると申し上げましたけれども、

学習指導要領について、法的拘束力ある

いは大綱的な基準に関して、さまざまな

議論がされてきたことも事実であります。

ただ、法的に学習指導要領が教育課程の

基準である、そう記されておることは紛

れもない事実でございます。

　その中で、学習指導要領の総則には、

例えば地域の実態、児童生徒の実態に応

じて、教育課程を編成すると記されてお

ります。ですから、基本的に教えること

は全国共通です。しかし、地域や児童の

実態に応じて更に何かを加えていく、あ

るいは特色があってもいいのではないか

と考えます。

　そのようなことで、教育課程の編成に

当たっての自由と申しますか、工夫とい

いますか、そういったものは保障されて

おると考えておるところでございます。

　なお、必要な知識・技能、あるいは態
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度を教えることは決して内心、あるいは

良心の自由に踏み込むものではないと考

えております。必要なものは教えるべき

である、教えなければならないと考えて

おるところでございます。

　私のほうからは、以上です。

○柴田繁勝委員長　続いて、谷田参事。

○谷田学校教育課参事　そうしましたら、

教職員の配置について、私のほうから、

御答弁申し上げます。

　本年度の本市の欠員補充、定数内講師

の数につきましては、小・中学校合わせ

て３２名でございます。

　非常勤講師につきましては、首席軽減、

あるいは学力向上等々の非常勤講師はご

ざいますが、これも小学校、中学校を合

わせまして９名でございます。

　あと、産・育休、あるいは病気の代替

等につきましては、本年度、場合によっ

てはかなり代わりの方をみつけるのが難

しいケース等々もございましたが、本年

度はすべて配置することができました。

　新年度、４月からの講師の配置におき

ましても、この３月から動きはじめてお

りますし、学校に迷惑かけないように、

全力で配置に向けて現在動いているとこ

ろでございます。

○柴田繁勝委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、私のほうか

ら、受付員の関係と、あとエアコン設置

の契約の関係ということで、教育委員会

の考え方ということでの御質問、２点に

ついて御答弁させていただきます。

　まず、受付員の個人の方への報償金が

減額、そして委託料が増額ということの

件でございますけれども、個人の方々が

現在受付員をされておりますが、その中

で、その個人の方々がグループを組まれ

て、個人からグループへの変更という形

でされているところもふえてきておりま

す。

　したがいまして、そういった団体の方

には委託という、活動委託の契約を締結

させていただいて、委託料のほうからお

支払いをさせていただいております関係

上、こういった予算ですね、報償金が減

額、委託料のほうが増額という形になっ

ているところでございます。

　なお、シルバー人材センターのほうに

も、委託ということで活動の委託契約を

しておりますけれども、シルバー人材セ

ンターの方々につきましても、これは受

付員の活動ということでございますので、

同じくボランティアということで、１回

１，５００円ということでの有償ボラン

ティアで活動をしていただいておるとこ

ろでございます。

　また、個人ボランティアの方々がどう

してもその日の活動日に、所用のためど

うしても受付ができないという場合には、

教育委員会のほうに申し出ていただいて、

その分につきましては、シルバー人材セ

ンターのほうに代替をお願いしておると

ころでございますので、そういった面で

も委託料のほうが増額になっておるとい

うことでございます。

　それと、今後の受付員の課題というこ

とですが、委員の御質問の中にもござい

ましたが、第４次の総合計画の中で、協

働ということでもございますので、幼稚

園、学校の安全対策というところを目指

す姿ということで、子どもたちが安全で

安心して快適に学んだり遊んだりするこ

とができていますというような１０年後

を目指す姿を示しております。

　その中で、みんなで取り組むこと、市

民の役割ということの中で、地域の子ど

もたちを地域で見守ります。そして、学

校や子どもたちにかかわるさまざまなボ

ランティア活動に参加しますといった形
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で、第４次総合計画で示しているところ

でございます。

　したがいまして、我々といたしまして

も、この受付員制度が多くの市民の方々

に参加いただきたいというふうに思って

おりますが、広報にもホームページのほ

うにも、ボランティアの方々の募集の案

内を掲載しているところですが、なかな

か数多くの方々のボランティアが募れて

いないというのが事実でございます。

　したがいまして、この第４次総合計画

の中でも書いておりますように、市民の

方々がたくさん参加いただけますように、

受付員が活性化できるように、この３月

１７日に、今現在行っていただいており

ます受付員の方々の研修会を開催いたし

ます。その中で、今、申し上げました第

４次総合計画にこのことも示して、より

この受付員制度が活性化できるような研

修会で、皆さんの御意見等をちょうだい

させていただいて、より一層活性化につ

ながるような方策を導き出したいなとい

うふうに考えておるところでございます。

　続きまして、エアコン設置の工事の契

約ということでございますけれども、契

約担当の財政課とも協議をしておりまし

て、一括の発注ということで考えており

ます。

　この一括発注ということで、その中で

も地元業者の下請等云々ということで御

質問ございましたが、この件につきまし

ては、財政課のほうに一括して願いをし

ておるところでございますので、御答弁

はできませんのでよろしくお願いします。

　あと、工期内竣工ということもござい

ます。なお、この事業につきましても、

国のほうの予算も繰越事業でしておりま

すので、工期内、年度内に竣工しなけれ

ば、国からの交付金もいただけなくなっ

てしまうこともございます。そして、一

括発注することによりまして、経費の節

減にもつながります。

　また、工事監理を行います関係上、数

多くの業者が入りますと、各業者にその

指示を出さなければならなく、大変労力

が必要となってまいります。

　また、建築住宅課のほうに、監督のほ

うもお願いをするわけでございますけれ

ども、その都度違う業者に指示を出すと

いうことも、これもかなりの労力が必要

となってまいりますので、一応一括発注

ということでの設置工事を進めて、契約

のほうの入札を進めていくということで

ございますので、よろしくお願いいたし

ます。

○柴田繁勝委員長　以登田参事。

○以登田教育総務部参事　それでは、不

登校にかかわりましての御質問にお答え

したいと思います。

　まず、人員の充足等でございますけれ

ども、嘱託員を中心にいたしまして、い

わゆる勉強の中身につきましては、教材

等につきましては、学校との連携等を行

いながら進めております。人数ですね、

何人来るかという部分でふえてきました

ら、さわやかフレンドの数で調整したり

しながら運用をしております。

　それから、委員御指摘のとおり、御家

庭への支援が必要と感じるケースもふえ

てきております。こういうケースは、保

護者の方に対するカウンセリング等を行

う、そして必要に応じて、もし来れたら

ということでございますけれども、親と

子、それぞれ並行面談等もしながら、親

御さんに対してはこういうふうな傾向が

あるとか、お子さんはこうだとかいうふ

うな、それぞれの話を聞きながら、その

御家庭に対する必要な支援というような

ことを実施しております。

　それから、家庭児童相談室と連携して
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いるケースも現在のところもございます

ので、今後この結びつきが一つの課の中

で展開されますので、より手厚い支援が

できるかなというふうに思っております。

　それから、学校での取り組みでござい

ますが、担任が不登校の子どもに対して

どうしようかということになりましたら、

学校内でその課題に対応する委員会とい

うのを開催することになっております。

この委員会で、いわゆるケース会議を開

きます。

　従来でしたら、学校の職員だけだった

のですけれども、スクールカウンセラー

だとかスクールソーシャルワーカーが入

りまして、より専門的なアドバイスをし

ながら、校内でその子にとってはどうあ

るべきかというふうな論議をいたします。

　それでも、まだ課題解決に向かえない

ようなことになりましたら、外部の関係

機関連携ということで、我々のほうに連

絡が入ることになっております。

　そして、我々が連絡を受けましたら、

学校へ出向きまして、情報収集をしまし

て、その子にとって一番何をしてあげる

ことがいいことかということを中心に、

またそこでケース会議を行うことになっ

ております。

　それから、相談の場所についてでござ

いますけれども、今後の相談の窓口とい

いますか、相談場所についてですけれど

も、香露園にございます現在の教育研究

所、新たに教育センター構想がございま

すけれども、そこと、千里丘で現在行っ

ています子育て支援センター内、そして

鳥飼のつくし園で行っております子育て

の相談等も、それぞれ継続して相談活動

をさせていただきますので、決してサー

ビスの低下には結びつかないように、市

民の皆さんが便利に使えるようなところ

を目指したいというふうに思っています。

　それから、もう一つが地域に足を運ん

でということでございますけれども、各

学校での状況把握ということで、先ほど

学校との連携を進めたいという部分でご

ざいますんですけど、学校の中で、いわ

ゆる子どもたちが学級に入れないけれど

も過ごせる場所というかな、そういった

ようなものを一つつくっていくというこ

とも、それぞれの学校の課題、現在もそ

れぞれ工夫されておるんですけれども、

そういうものを一つつくっていくという

ことも、大きな課題解消に向かう一つの

ポイントかなというふうにも思っており

ます。

　そういう動きと、我々の関係機関との

連携というのを進めまして、より手厚い

支援ができるんじゃないかなというふう

なことを考えております。

○柴田繁勝委員長　大橋課長。

○大橋学務課長　安藤委員の２回目の質

問に順次、御答弁申し上げます。

　まず、就学援助制度の見直しでござい

ますが、いわゆる就学援助の考え方につ

きましては、明治、大正のころからあっ

たものというふうにいわれております。

その後、昭和２１年に生活保護制度がで

きたときに、そこに吸収されることになっ

て、一時期その考え方というのがなくなっ

ておるわけなんですけれども、その後、

やはり生活保護制度には属さない、制度

にはかからないが、やはり困窮されてい

るという方々を対象に、市町村独自で再

度また就学援助的な考え方の下に、その

制度がはじまったということになってお

ります。

　その後、法整備がされまして、現在、

自治体の裁量の下に運用されているとい

うことになっておるわけなんですけれど

も、本市の場合は、この自治体の裁量の

部分で、認定者の考え方をより広く考え

－40－



ております。

　したがいまして、生活保護の方々のボー

ダーというよりは、子育て支援的な制度、

政策の下で、この就学援助制度というの

を実施しておるのが現状でございます。

　ただ、行革の中ではやはり市全体の財

源的な問題もあることは事実でございま

すし、その部分を教育委員会としても無

視するわけにはいきません。

　先ほどもありましたが、低所得化が進

んだ中で、生活保護には属さない方々を

どういうふうにとらえて、どういう運用

をしていくかというところを考えました

ときに、就学援助制度の本来の意義であ

るところに立ち返って、やはりより低所

得の方々を救済するというのが、自治体

としての役割であろうというふうに考え

ておりますので、御理解をいただきたい

と思います。

　次に、中学校給食でございます。中学

校給食につきましては、大阪府のほうで

一昨年の２月にスクールランチ事業に関

する最終報告がございました。これにつ

きましては、学識経験者、ＰＴＡ、市町

村、並びに事業者等も入る中で協議し、

最終報告をつくり上げたわけなんですけ

れども、それから２年後に、このように

イニシャルコストの大きな経費を補助す

るという考え方が出てきておりまして、

府の考え方がよくわからない部分はござ

いますが、本市といたしましても、やは

り中学校給食については、一定方向性を

出す必要があるのだろうというふうに考

えております。

　本市の場合、従前から申しておりまし

たように、自前の給食調理場による完全

給食方式が最もふさわしいだろうという

ことでは、述べさせていただいていたわ

けなんですけれども、そのほかにスクー

ルランチ方式と弁当斡旋方式という三つ

の方式が考えられるわけなんですけれど

も、本市が考える完全給食の部分につい

ては、やはり一番ハードルが高いと。コ

ストの部分だけではなくて、これは学校

のほうの教育の観点、学校の体制のほう

が、やはり非常に大きな問題というか課

題というふうになってくると思います。

　それと、やはり中学校の生徒の体力、

学力を踏まえたときの、栄養と食という

ところを最重要視しなければなりません

ので、そのあたりを総合的に勘案して、

どういった選択肢が早期に可能なのか、

ということでは考えてまいりたいという

ふうに思っております。

　次に、こども園関連の御質問でござい

ますが、先ほど市全体の就学前教育の指

針的な就学前教育の手引ということで御

答弁させていただいたわけなんですけれ

ども、具体的にこども園となります別府

におきましても、現在、保育士、幼稚園

教諭が中心となりまして、こども園で運

用していくカリキュラム等について検討

をしております。

　この保育所と幼稚園のさまざまな違い

という部分でございますが、この就学前

教育の観点を推進していくに当たって、

やはり小学校への円滑な接続の実現です

ね、これを踏まえたときに、保育所と幼

稚園の大きな違いというのは、必要では

ないだろうというふうに思っている部分

はございます。もちろん、さまざまな違

いを一挙に集約するということは、小さ

い園児たちにとってもやっぱり戸惑いが

あると思いますので、保護者会の部分も

含めて先進事例等を参考にしながら、無

理なく徐々に統一していきたいというふ

うに考えております。

○柴田繁勝委員長　門川課長。

○門川青少年課長　それでは、安藤委員

の２回目の御質問に、御答弁させていた
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だきます。

　青少年課にかかる分で、学校・家庭・

地域連携教育支援事業補助金の分で、約

３３万円ほど今回減額になっているとい

うことの御質問ですが、これにつきまし

ては、放課後子ども教室において、教材

と消耗品等をそれぞれ小学校に準備をし

ておりますが、平成１６年からこの制度

ができまして、ある一定の材料等がわかっ

てきておりますので、それで精査させて

いただいた結果でございます。

　あと、状況の件でございますが、わく

わく広場のほうにつきましては、平成２

２年度の事業はもう終わっておりますが、

大体平均的に全小学校をとりましても、

約６２名の児童が毎週水曜日利用してい

ただいております。ただ、摂津小学校、

それと三宅柳田小学校におきましては、

大体平均１００名ほどの参加ということ

もありまして、こちらはちょっと安全確

保で今後やっぱり課題がありますので、

この点については、例えば多目的ホール

をお借りするとかいった観点も、今後考

えていかないといけないなということは

思っております。

　それと、しゅくだい広場につきまして

は、次年度につきましては、学校教育課

の予算のほうにシフトさせていただいて

おりまして、青少年課のほうでは平成２

３年度の計上はしておりません。

　しゅくだい広場につきましては、学校

によりましては、図書室を開放させてい

ただいているんですけれども、対象年齢

が３年、４年が主でしております。大体

２名の元教員の方ですね、若しくは読書

サポーターの方を配置させていただいて、

事業展開をしていただいております。

　あと、学童保育の関係で、平成２２年

度は、３，０００万円を減額させていた

だいておりますが、補正をしてはどうか

というお問いでございますが、予算の原

則からいきますと、当初に計上しておく

べきかなという考えを持っております。

ただ、平成２３年度につきましては、再

度精査させていただきまして、１億６，

０００万円を計上をさせていただいてお

ります。

　あと、もう二、三点ですね。夏休みの

待機児童の解消で、一応青少年課のほう

でも、やはり夏休みになりますと、ホー

ムによっては１年生の児童については、

もう家で留守番ができるとかいったよう

なことで、入室を辞退というか、退室さ

れるケースも出ております。

　今のところ、一斉受付が一応定員となっ

ているわけなんですけれども、その定員

の見方がいいのかどうかというのも実際

に我々も思っておりますので、今後そう

いったことについても、再度見直しをし

ながら考えていかないといけないという

ことは十分認識しております。といいま

すのは、ホームによって面積がかなり違っ

たりしております。空き教室をお借りし

ているところについては、大体６４平米

ということで、大体４０名の確保という

形になるんですけれども、あとで設置さ

せていただいていますプレハブ等につい

ては、６０平米とかそういうのがありま

す。ですから、今規則でいきますと、一

応４０名定員となっているわけなんです

けれども、一斉受付を定員とみておりま

すので、そうなりますとすべてを受け入

れるという形になった場合に、それに対

する部屋の確保がなかなかできないケー

スもございます。それで、一定程度の面

積をみながら、その定員を確定すべきで

はないかということも内部では検討して

おりますので、それについては今後研究

等をさせていただいて、適正な形に持っ

ていかないといけないということは十分
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理解しておりますので、その点はよろし

くお願いしたいと思います。

　それと、今回支援を必要な方も一応待

機になっておりますが、今のところやは

り申し込みされる条件ですね、就労支援

ということで受けておりますので、そう

いったことは条件は同じだと思うので、

先着順で空きがあれば入るという形にし

ております。

　それと、今年度一斉受付の後ですね、

待機になっている１年生の、学年別でい

きますと、１年児が１１名おられます。

２年児が２１名、３年児が１２名おられ

ます。１月末以降、申請に来られる方に

理由等をお聞きするわけなんですけれど

も、２年、３年児の方については、一斉

受付の申請忘れというのがやはり多いか

と思います。

　市のほうも、当然啓発するという意味

で、広報掲載させていただいたり、継続

される方については、ホームのほうから

通知をお渡ししたり、新１年生の方につ

いては、学校案内等でそういう学童の通

知等も差し上げていますので、一定の啓

発はさせていただいているんですけれど

も、遅れて申請をされるケースも出てい

るかと思います。

　あと、保育所等５歳児の情報収集につ

いては、今のところそれはしておりませ

ん。ただ、上がられる年齢ですね、５歳

児の方の全体の人数は把握はさせていた

だいているんですね。それに対して入室

率等を掛けまして、予測はさせていただ

いているんですけれども、それがなかな

か合ってこないということもありますの

で、委員御指摘のように、今後そういっ

た情報をできる限り収集させていただい

て、近い数字になるような努力はしてい

きたいということは思っております。

○柴田繁勝委員長　小林課長。

○小林生涯学習スポーツ課長　それでは、

生涯学習スポーツ課にかかわります２点

につきまして、御答弁させていただきま

す。

　まず、社会教育施設における駐車場の

有料化の問題でございますけれども、社

会教育施設は市内には公民館、図書館、

体育施設がございますけれども、それぞ

れ先ほども申しましたように、駐車のス

ペースであったり、駐車場の立地条件、

さまざまな違いがございます。

　また、施設を御利用いただく方の形態

も、例えば図書を返しに来る、施設の申

請に来られる、また講座を受けに来られ

る、スポーツ大会等に長い時間参加され

る、さまざまな形態があろうかと思いま

す。

　ただ、来られる手段といたしましては、

自動車の方も多いんですけれども、本市

の場合は、地域にきめ細やかに公民館、

体育館等ございますので、徒歩や自転車

の利用といった方も多くおられると考え

ております。

　社会教育、生涯学習の目的である、い

つでもどこでも学べる施設としてあるべ

きという方向性もあり、現状の無料とい

うのは多くの方が望まれると思いますけ

れども、今回の有料化の考え方といたし

ましては、環境に優しいまちづくりであっ

たり、交通渋滞の抑制、利用者負担の原

則、こういったものが念頭にありまして、

施設利用者の方に限らずすべての市民の

方が利用できる駐車場、そして市民サー

ビスの向上と公平性の確保に努めるとさ

れているものでございます。

　担当課といたしましても、社会体育施

設や社会教育施設、こうした利用者の方

が実際どのような利用の仕方をされてい

るのか、また滞在時間はどれぐらいおら

れるのか、こういったものも掌握する中
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で、庁内会議の中で導入施設等の議論に

参画していきたいと考えております。

　それと、２点目でございますけれども、

吹田操車場跡地の明和池遺跡の埋蔵文化

財の考え方でございますけれども、吹田

操車場跡地につきましては、土地区画整

理事業といたしまして行っておりますけ

れども、大阪府教育委員会、吹田市、摂

津市、ＵＲ都市再生機構、大阪府文化財

調査研究センター、この５者で文化財調

査に関する協定を締結しながら取り組ん

でおります。

　現在、東西道路の予定部分を中心に発

掘調査・記録保存を行いまして、現在は

埋め戻した状態となっております。

　今後、下水管をはじめ都市基盤整備に

かかります整備、また開発行為なんかが

行われることが想定されておりますけれ

ども、そういった場合、文化財の担当課

といたしましても、経費的な問題もあり

ますけれども、できるだけ埋蔵文化財を

破壊しない工法であったり場所を設定し

ていただきたいといった考え方を、５者

協議の中でも意見として申し上げてまい

りたいと考えております。

○柴田繁勝委員長　池上館長。

○池上市民図書館長　市民図書館にかか

わります、モニタリングを行うときの第

三者機関としての役割についての御質問

に、御答弁申し上げます。

　先ほど１回目の質問のときに、モニタ

リングに関する要項等を若干説明させて

いただきましたけれども、基本協定の中

にモニタリングに関する要項を定めてお

りまして、これについては必要な事項を

定めて、まずモニタリングの目的でござ

いますけれども、モニタリングは、指定

管理者によります提供される摂津市民図

書館及び摂津市立鳥飼図書センターでの

サービスの水準を評価することを指すも

のであり、これを行うことにより、両施

設の利用者が抱いている図書館サービス

に対するイメージ、要望等を把握するた

めに行うものと考えております。

　モニタリングの要領としましては、ま

ず、実施者としましては、指定管理者、

教育委員会、第三者、第三者としまして

は、施設利用者等を考えております。こ

の第三者につきましては、後ほど御説明

させていただきますけれども、市民図書

館等協議会の委員を考えております。

　あと、実施時期につきましては、定期

または不定期と考えております。

　実施方法としましては、報告書、ヒア

リング、アンケート、図書館立入確認等

を行います。

　指定管理者におきましては、業務報告

書の提出、図書館利用者へのアンケート

調査を行っていただきます。

　教育委員会としましては、指定管理者

が提出します報告書等の確認、随時に有

事の立入確認、指定管理者との協議を行

います。

　あと、第三者としては、今言いました

ように、市民図書館等協議会の委員でご

ざいますけれども、これは、議案第１８

号のほうで説明させていただきますので

御了承ください。

　あと、モニタリングに必要な文書、モ

ニタリング結果の公表等でございますけ

れども、実施者においてはモニタリング

の結果を公表するものとします。指定管

理者及び教育委員会が、モニタリングの

結果を生かす取り組みとして双方が協議

していくと。

　協議する場としましては、年４回ぐら

いを想定しておりまして、教育委員会の

生涯学習課のほうから２名、あと指定管

理者のほうから館長も含めて２名とで随

時協議していって、市民サービスの円滑
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な運営を図れるような協議をしていって、

サービス低下を伴わないように頑張って

いきたいとは考えております。

　あと、結果を公表しまして、最後にそ

の結果を指定管理者が図書館運営の適正

化、円滑化を生かしていただいて、教育

委員会は両施設の設置者として市民への

説明責任を果たします。

　このように、指定管理者、教育委員会、

第三者機関でもって、市民図書館の市民

サービスの水準を向上させるものとして、

モニタリングは欠かせないものと考えて

おり、実施時期等を踏まえ、今後も教育

委員会と指定管理者において協議をして

まいりたいと考えております。

○柴田繁勝委員長　これで、答弁が終わ

りましたね。

　安藤委員。

○安藤薫委員　それでは、３回目の質問

をさせていただきます。

　補助金との関係は、御答弁いただきま

したので理解しました。市独自での努力

というのは引き続きぜひ頑張っていただ

きたいと思います。人的な保障をぜひお

願いしておきたいというふうに思います。

　それから、安全の受付員、なかなか人

が集まりにくいという現状は、やはりい

ろいろな組織の中でも課題となっており

ますけれども、子ども、学校との地域の

方とのかかわり合いというのを密にして

いくというのは、ひいては地域の安全と

いうことになると思いますので、粘り強

く、やっぱり現場の職員や教育委員会の

ほうで頑張っている姿というのが響いて

くるのではないかというふうに思います

ので、その点はエールを送っておきたい

と思います。

　英語については、ネイティブなＡＬＴ

の授業と、それから使える英語プロジェ

クトと連動して、効果を上げるようなも

のにしていただけたらと思います。要望

しておきたいと思います。

　それから、わくわくとしゅくだい広場

についてですけれども、しゅくだい広場

のほうは、青少年課から学校教育課のほ

うに、予算のほうは移っているというこ

となんですけれども、それは担い手は変

わらないのか。予算のついている科目が

違うだけで、担い手は同じであって、た

だ指導したり報告を受けたりする分につ

いては、部署が変わるということなんで

しょうか。ちょっとその辺のことをまた

確認だけさせてもらいたいんですよね。

　中学校のほうは、学校教育課が以前か

らやっておられる、小学校だけ、わくわ

くとの関係で青少年課がやっておられる

ということですので、そこはもう少し整

理して、もう一回確認だけさせていただ

きたいと思います。

　駐車場については、もう駐車場の有料

化が絶対けしからんというような立場で

はないんですけれども、やはり社会教育

の考え方からいって、行革で有料化を進

めていく、受益者負担でやっていく、環

境対策としてやっていくという観点の中

に、やはり生涯学習、社会教育という観

点で、きちんと庁内の中で議論をしてい

ただきたいと。

　そのためにも、教育委員会として物差

しというのでしょうかね、こういう理念

の下で駐車場のあり方、それから地域に

ある社会教育施設へ、市民の皆さんの足

を運んでもらう利便性ということを総合

的にぜひ検討をしていただく。

　それで、生涯学習推進本部というのは、

全庁的に展開されているわけですから、

そこの中での議論というのをきちんとし

ていただきたいなというふうに思います。

要望です。

　学力テストですけれども、悉皆調査と
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いうのも市でやるときには、全校でやっ

たほうが学校の傾向が出るというような

ことでありますが、もともとこの学力テ

ストで委託してやっておられるわけです

から、テストが返ってくるのはちょっと

時間がかかるわけですよね。回答が戻っ

てきたときには、余り子どもってピンと

来ておりませんし、日々の教育実践の中

では、もう既に話はどんどん進んでいる

わけで、課題解決をしながら日々の教育

実践をやっておられるわけで、この学力

調査というのは、個人の学力の定着度を

調べるのではなくて、地域での傾向を調

べて対策を打つというのが目的なのです

から、それは毎年やる必要もないですし、

毎年試験をやる人が変わっていくわけで

すから、その年によってその学年の傾向

も出てきてしまいますから、大まかな傾

向がつかめれば、あとはそれに対しての

対策を打ちながら、粘り強く取り組むこ

とが必要であって、毎年テストをやると

いうことによって、場合によっては、テ

ストの結果そのものの序列化というもの

が、入り込んでくる余地も当然あるわけ

ですので、その点は意見を申し上げてお

きたいと思います。

　ぜひ、現場のほうの負担にならないよ

うな対応をとっていただきたいというふ

うに思います。要望とします。

　教育関係団体補助金についてですが、

いろいろ各課にまたがって補助金の支出

をしてきたと。ですから、判断基準もそ

れぞれの課ごとによって違うものを一つ

にまとめて、同じ基準に基づいて精査を

していくということなのかなというふう

に思うわけです。

　各関係団体が、それぞれの目的を持っ

て運営されているわけで、その目的が子

どもたちの教育に還元される教育内容に

もいい影響を与えられるということで、

今まで補助金も出してきたわけですね。

　ただ、今までの流れで来て、時代的に

はもう役割を済んだものとか、中には当

然あると思うんですね。そういったもの

をきちんと精査していただきたいなと思

います。

　できましたら、やはり私どももいろい

ろな団体に補助金を出しているのは、科

目であれば、ああここに出しているんだ

なとわかりますけど、こういう予算書と

か決算書で合計でまとめられてしまうと、

今度は私たちのほうで、いや、どこにど

んなふうにしたのかなというのが非常に

みえにくくなっているということでいえ

ば、議会に対しても、それから市民に対

しても、団体補助金に対してどういう観

点でこれは削ります、継続しますという

ことを明らかにしてほしいなと思うんで

す。その点だけお聞かせください。

　不登校の問題です。本当に大変御苦労

されておられるかと思いますけれども、

よく平日の昼にですね、子どもが地域に

いる姿を見るんですね。学校がちゃんと

把握をしていると、ああ、この子はこう

いう環境でこういうことで、なかなか学

校に来れないんだなというようなことで、

把握されているとかいうことであれば、

また別の問題であると思うんですね。

　難しい問題だなと思うのは、御家庭が

もう全く学校や教育委員会等の接触を拒

否されてしまっているようなケースとい

うのは、多くはないと思うんですけれど

もあると思うんですよね。

　そのときに、子どもは結局そういった

教育を受ける機会というものをどんどん

失って、中学校卒業の年次を迎えて、中

学校の卒業をしていってしまうというよ

うなことになってしまえば、これは親と

子どもの関係ではなくて、その子どもの

教育学習権にかかわる問題になってきま
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すと、やはり市教委としてきちんとした

対応が必要なのではないかなと思うんで

す。ただ、それは学校任せになれば、そ

れはもう対応も難しいです。先ほどもお

話ありましたけれども、集団で論議をし、

集団対応し、外部との連携も図りながら

やっておられます。そういったものも駆

使していただいて、対応を図っていただ

きたいなと思いますし、その点の困難事

例等も集中的に議論も進めていただきた

いなと思いますので、その点、大変だと

思いますけれども、１人の子どもも教育

の機会から漏らさないという決意で頑張っ

ていただきたいと思います。お願いしま

す。

　国旗・国歌の問題ですが、きのうです

かね、東京の高裁判決、今までの不起立

処分取り消しという判決が出ました。

　その中身については、東京都の処分の

仕方が余りにも大阪とは違う中での判断

であったかなというように思うわけです。

　やはり、基本は憲法に基づいての子ど

もたちの教育を受ける権利、学習の機会

の権利をどう保障していくのか。同時に

良心の自由、内心の自由を保障していく。

非常にこのせめぎ合いですね、教育をす

る上ではこういった方針でやっていくと

いうものと、内心の自由というものがあ

りますが。歴史的にいろいろな問題を抱

えている問題で、指導の仕方というのは

いろいろな方法があると思うんですね。

　上からこういうやり方じゃないとだめ

だということになれば、これは、逆に教

育現場への不当な介入というようなこと

にもなりかねないと思うんですよ。それ

は、教育行政の法的な根拠に基づいた指

導であっても、不当な介入だということ

もあり得るというのは、当時の最高裁の

精義の中にもあるわけでね。それはやっ

ぱり注意しないといけないなというよう

に思いますので、私はこの際意見を申し

上げておきたいというふうに思います。

　学習指導要領は、絶対という、それを

無視せよということではないですけれど

も、やはりそれぞれの自主性であるとか、

それから判断基準の幅をしっかりとって

いくということが、よりその子どもたち

に対して、効果的な教育ができるのでは

ないかなというふうに思いますので、こ

の点も意見として申し上げておきたいと

思います。

　就学援助です。見直しの方向性なんで

すけれども、やっぱり低所得化が進んで

いるというのはもう紛れもない事実であっ

て、同時に学校での負担の重さというの

も紛れもない事実であって、やはり教育

は無償であると、義務教育は無償である

という原点に立ち戻って、負担感のない

ような施策を進めなければいけない。

　本来、一義的には国がやるべきもので

ありますけれども、そうならない中で、

就学援助金制度が補完しているという側

面もあると思いますので、見直しの方向

としては、最初に御答弁いただきました

けれども、２００万円以下の世帯が非常

にふえていると。２００万円以下といえ

ば、この間の社会問題であるワーキング

プアといわれている人たちですね。まじ

めに働いても食べていけない、生活でき

ないというような収入の人たちが今、子

育てをし、子どもを学校に行かせている

と。

　そんな中で、教育を受けていく上で困

難に陥らないようにということですので、

より重点化をしていくのであれば、その

重点的なところをどうするのかというこ

とを明らかに、早急に明らかにしていた

だきたいなというように思います。

　判断基準としては、今、４人家族でい

きますと、就学援助金の認定基準は３７
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０万円ぐらいだったかと思うんですね。

給与所得者でありましたら、収入ベース

でいえば５２０から５３０万円ぐらいと

なります。この５２０から５３０万円が、

今、見直しをおっしゃっている皆さんか

らすれば、もう既に教育就学困難な家庭

ではなくて、それほど困窮しているんじゃ

ないんじゃないかというような判断の下、

もう少し下げて、もっと低いところに重

点的にやろうということをおっしゃって

いるのかなと思うんですけれども、同時

に、今、私の周りにもたくさんいらっしゃ

るんですが、子どもを抱えている、学校

行かせている親御さんの中で、これだけ

景気が悪くなって仕事がなくなってきた

中で、家を買ったけれども、二、三年で

ローンが払えなくなって、仕事をなくし

てローンが払えなくなる。もう家は、抵

当に入ってしまった。でも、子どもは学

校に行かせなきゃいけないし、借金も払

わなきゃいけない、家は出なければいけ

ない。そういう方々というのは、収入は、

幾分まだ昨年の収入があるわけですから、

一定の判断基準でいえば、収入の高い人

だといわれてしまいます。

　それから、自営業者の方ですと、収入

はあっても、そこから経費を払わなけれ

ばいけない、買掛金を払わなければいけ

ないということですのでね。そうすると、

生活費に使えるお金というのはうんと減っ

てしまうわけで、子どもたちが結局そう

いった景気の関係で収入はあっても、所

得は数字上はあっても、就学困難な状態

に陥っているという実態は本当にふえて

いる、私の身の回りの本当わずかなケー

スでもふえているんですね。

　そういったことは、やっぱり実態とし

てよくみていただきたいですし、学校現

場にもそういった声とか家庭の状況とい

うのは届けられていることが多いと思う

ので、そういう情報もぜひ収集していた

だきたいなと思うんですね。

　大阪府の今の教育行政ですとか、大阪

府政の進む方向性でいうと、私はなかな

か賛同できないことが多いんですけれど

も、補助金もどんどんどんどん削ってお

りますしね。ただ中学校給食ですとか授

業料の無償化というのは、やっぱりいい

ことだと思っているんですよ。高等教育

に対する保護者負担の高さというのは、

日本というのは世界でも有数に高い国で

あって、国連憲章の中でも無償化に向け

た批准を進められていても、日本とマダ

ガスカルだけはまだ批准していないとい

うようなことで、いろいろ指摘をされて

いる状況にあるんですけれども。勉強し

たいという意欲のある子が高校に通う、

大学に通うための経済的な負担を軽減す

るというのは、行政の責任、役割でもあ

るし、そういう人材をつくるのは、その

家庭やその人だけじゃなくて、家族全体

のプラスになるわけで、非常に重要なこ

とだと思っています。

　新年度、大阪府も私立高校の授業料無

償化の所得制限を引き上げますよね、３

５０万円。収入ベースで約３５０万円だっ

たものが６１０万円まで。私立の高校の

授業料を無償にしました。もちろん、そ

れには私立高校の負担などあって、財源

の問題とか全体の枠組みをみると問題点

はありますが、考え方としたら、義務教

育でない高等教育に向けても無償化の流

れが進んでいるんですね。

　歴史的な就学援助の歴史的な経過も大

橋課長お話しいただいたんですが、時代

というのは非常にどんどん進んでいて、

所得の低い人と高い人との格差が広がっ

ている中で、中間層もどんどん低所得の

ほうに追いやられている状況が現実とし

てあります。そういう人たちにもしっか
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り教育が受けられるようにするというこ

とが大事であって、現段階では、就学援

助金制度というのは摂津の誇れるもので

あるし、命綱的な存在だと思いますので、

見直しの方向をこれから進めていく上で、

その観点をぜひ入れながら、検討される

んであればやっていただきたいというか、

そういう観点を入れてほしいというよう

に思います。見解を教育長か部長にお願

いします。

　給食については、民間委託は見直すべ

きだと思いますが、現状は２校で進めら

れておりますので、安全・安心が脅かさ

れないような検証というのは、しっかり

やっていただきたいと思います。

　中学校給食についてですけれども、御

答弁がありましたので、努力義務を果た

すという立場で議論をしていただきたい

と思います。

　スクールランチ方式というのが、実際

もう利用率が少ないと御答弁されていま

したけれども、本当にそうだと思います。

中学生のお弁当の状況をみますと、非常

に貧困だといわれていますね。お弁当を

持ってくる率は高いというふうにお話あ

りましたけれども、お弁当を持ってこれ

ないとか、共働きの親が非常にふえてい

ますから、冷食をレンジでチーンして持っ

ていくと。それでも愛情弁当には変わり

はないんですけれどもね。

　しかし、お金を受け取って、学校に行

く前にコンビニでおにぎりか何か、お弁

当を買っていくわけですが、やはり子ど

もも経済観念がしっかりしてきておりま

すので、５００円預かったら３００円ぐ

らいで高カロリーのおなかの膨れるもの

を買って、残りをゲームのソフトに回す

とか、そういうような実態が現実として

あるわけで、これをやりながら体力や知

力や徳育や学力をというのは、やはり問

題だと思いますので、そういった観点か

らもぜひ前向きな検討をしていただきた

いというふうに思います。

　これも、教育長から少し見解をお聞か

せいただけませんでしょうか。

　こども園は、幼保連携の問題です。本

当に現場では難しい問題がたくさんある

かと思いますが、遺漏のないようにやっ

ていただきたいというのと、保護者同士

の連携を図っていくためにも、園がやっ

ぱり中心にならなければならないと思い

ます。今年度入園される方で、こども園

にかかわる方というのは、今度幼稚園に

入る方が、来年度年長のときにこども園

になるということですので、すぐにその

辺の連携を図ることは難しいのかもしれ

ませんが、その点にも配慮をしていただ

きたいなというふうに思いますので、要

望としたいと思います。

　学童保育ですが、ぜひ待機の問題、検

討をしていただきたいと思いますし、入

室者の予測のときの観点としても、保育

所に通っていた子どもたちというのは、

やはり保育の欠ける児童ということで保

育所に入っていたわけですので、そういっ

たところの情報と合わせながら、検討を

していただけるように要望しておきたい

と思います。

　図書館ですが、また後から図書館等協

議会の条例の審議がありますので、そち

らのほうでまたやりたいと思いますけれ

ども、要はモニタリングの第三者機関と

しては、指定管理者や市教委、それから

利用者、そして第三者として、これから

つくられようとしている図書館等協議会

のメンバーが入って、基本協定の中に盛

り込んだモニタリングを行い、公表もし

ていくということだというふうに理解し

ました。

　最終的には、市民サービスがよくなる
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ということが一番の目的だったはずです

ので、それに向けた取り組みをやってい

ただきたいなと思います。お願いします。

　文化財の問題については、開発、明和

池遺跡の保存の問題については、もちろ

ん開発当事者のいろいろな経済的な問題

もあるかと思いますけれども、ぜひ保存

をすると。少しでも現状を守るというよ

うな立場に立って、協議をしていただき

たいというように思います。

　前に、テレビを見てましたら、これは

そんな古い弥生時代の遺跡ではないんで

すけれども、横浜でしたか、昔、鉄道が

通っていたところですね、ちょうど向き

を変えるためのそういう施設があった場

所を壊さずに、透明のアクリル板を張っ

て、通る人が昔の遺跡といいますか、施

設として下を見学ができるようになって

いて、上は道路とか公園になっているん

ですよ。そういうような保存の仕方もあ

るんですよね。それが、そこの明和池遺

跡であるとか吹田操車場跡の防災公園と

かいうとこで、できるかどうかはちょっ

とわからないんですけれども、やはりそ

この場所で古代私たちの先輩が、生活を

営んでいたということがわかるというの

は、非常に重要なことだと思いますので、

少なくとも後世にその遺跡を残してあげ

られるような開発、一時の開発によって

つぶしてしまわないような観点で、協議

をしていただきたいということを要望し

ておきたいと思います。

○柴田繁勝委員長　暫時休憩します。

（午後２時５０分　休憩）

（午後３時２９分　再開）

○柴田繁勝委員長　再開します。

　安藤委員。

○安藤薫委員　文化財保護のことで途中

だったと思うんですけれども、教育委員

会のほうで、遺跡保存の立場で協議して

いただきたいということ。それから、民

具、農具等の保管場所としてだけでなく、

地域への展示とか遺跡の学習に活用して

ほしいということの要望なんですけれど

も、先ほども御答弁いただきましたけれ

ども、展示会ですとか、小学校の歴史講

座であるとか、ふるさと案内人の方々と

の協働で、ぜひ活用していただきたいな

と思います。あそこの貴重な施設でもあ

りますので、やはり地域の方、それから

生涯学習でいろいろ地域で活動されてい

る方々とも一緒に議論していただいて、

積み上げ式な形で活用を図っていただき

たいということを要望しておきたいと思

います。

○柴田繁勝委員長　前馬次長。

○前馬教育総務部次長　しゅくだい広場

にかかわって御答弁申し上げます。

　これまで、青少年課で所管しておりま

したしゅくだい広場につきましては、学

校教育課とも連携して開設を行ってまい

りました。例えば、小学１年生等学級補

助員や読書活動推進サポーターがその勤

務を終えた後、引き続きしゅくだい広場

の指導者として指導に当たる、そんな体

制をとっておりました。

　今後、学校教育を担当する課に、この

業務は移管されますが、これまでの体制

というものを引き続き維持して、更に子

どもたちの学習習慣の定着、あるいは学

力向上に資するような活動を続けてまい

りたいと思っております。

　次に、教育関係団体の補助金について

でございます。

　一つにまとめると非常にみえにくくな

る、その御指摘のようにならないように、

一つは、やはりこの関係団体が、学校も

含めてこの補助金をもとに、どんな活動

をしているのかが明らかになるようにす

ることが、透明性の確保かと思っており
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ます。

　もう一点、そのことと関係もしますが、

情報発信を各団体からいかに行っていく

かということについても、我々は指導し

てまいりたいと考えております。

○柴田繁勝委員長　教育長。

○和島教育長　それでは、私のほうから

２点について、考え方をお話しさせてい

ただきたいと思います。

　１点目の、就学援助制度の見直しにつ

いてでございますが、これについては、

先の本会議の中でも御答弁申し上げてお

るところでございます。そして、またきょ

うの委員会においても担当課長のほうか

ら細かく説明をさせていただいておりま

す。

　私たちはこれまで、昨年度、第４次行

財政改革実施計画つくる際には、一つの

見直し項目であろうということで議論を

してまいりました。これは、先ほども答

弁いたしておりますけれども、私どもで

はこの就学援助制度は、子育て支援とい

う観点からずっと、認定基準額について

生活保護基準の１．３倍をを堅持してやっ

てきたわけですけれども、先ほど数字も

出ておりましたけれども、認定率は、４

０％近いところまで来ているということ。

そして、それを判断するときにみました

ら、今１．３ということで、委員のほう

もお話しされていましたけれども、所得

額では３６９万８，０００円、年収額で

５３０万円の層、その方までも対象とな

ります。今日の給与所得者の状況をみま

すと、先ほども説明しておりますけれど

も、低所得化が進んできているというこ

とで、このままで行けば４０％が、もっ

と５０％、６０％にまで対象が広がるこ

とにもなります。そこまでする制度いう

のが本当にいいのかどうかいうことも議

論の対象になったところです。

　それで、他市でも１．３であったとこ

ろが１．２とか１．１５、あるいは１．

０までも持っていく市もあり、私どもで

はやはりこの基準額の見直しいうことは、

避けて通れないだろうと思っています。

　そして、それによって出てくる財源、

当然出てまいります。例えば１．１にし

ましたら所得額が３２２万２，０００円

で、年収額は４７０万円。この差が４７

万６，０００円ぐらい出てまいりますけ

れども、私は、私どもの考え方では、や

はりここから出てきた財源を、本当にもっ

と困っている方にまわすべきだと考えて

います。

　以前にも、同じ会派から御質問を受け

ましたけれども、義務教育にかかる経費

は、さまざまあり例えば、教材費などの

ほかに、クラブ活動費にもまわしてほし

いとか、ＰＴＡ会費にもまわしてほしい

とか、いろんな意見が出ましたけれども、

私どもではやはりもっともっと支給対象

を絞り込んで、そして本当に困っている

層に対して扶助費の範囲を広げて手当て

をしていきたい、そういう見直しの考え

方を持っております。

　ですから、今後まだ基準額、認定基準

額、どこまで見直していくかも決めてお

りませんが、また援助費の範囲をどこま

で広げるかということもこれからの議論

だと思っていますけれども、やはり一定

の見直しをしていかないと、この制度は

もう成り立たなくなっていくんじゃない

かと思っております。

　現在、まだ結論も出ておりませんけれ

ども、この１年かけて来年度に向けて、

平成２４年度に向けて制度設計をしてい

きたいと、そのように考えております。

　それと、中学校給食の考え方ですけれ

ども、これにつきましても、先の代表質

問でお二人の議員から御質問を受けてお
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ります。そのときも答弁させていただき

ましたけれども、私どもでは、基本的に

これまで考えてきたのは、中学校給食の

あり方を考えたときに、摂津市の場合は、

弁当持参率が８０％から９０％の子ども

たちが持ってきています。私はやはりこ

の弁当ということは捨てがたいなと思っ

ています。思春期の子どもたちにとって

弁当は、保護者の方とつなぐ接点にもなっ

ています。このことは、教育的な観点か

らいえば、何とか残したいなという思い

があります。

　ただ、御質問の中に出ておりますけれ

ども、今日の摂津市の各家庭の状況、両

親がともに働いておられるとか、お弁当

をつくることの負担感とかいろんなこと

があり、この間の代表質問のときにも部

長も答弁していましたけれども、保護者

の方は、中学校給食を導入してほしいと

いう人が非常に多いけれども、一方、子

どもたちはアンケートをとれば、やっぱ

り弁当がいいんだいう方もたくさんいる

というようなこともあります。先ほどか

ら議論になっていますように、大阪府の

補助制度、イニシャルコストの２分の１

を出しますというようなことで、この５

年間で導入してほしいというような話も

あります。

　私は、これからその財政的な面を考え

ても、イニシャルコストは２分の１、あ

とのランニングコストは３，０００万円

から４，５００万円ぐらい、３，０００

万円以上ですね。扶助費の部分も負担が

で出てまいりますから。そのぐらいの額

が毎年かかってくるというような、１校

についてですよ。そういうことになれば、

財政的な面から考えたら、もう一度ゆっ

くり、これはじっくり考える必要があり

ます。そして、もう一つは、教育的な観

点からどうなんだということも、もう一

遍考えていかなければならないと思って

います。

　そして、導入するには、まだ大阪府の

補助の制度の具体的な案も出ておりませ

んので、それもみながら、そしてやはり

摂津市の家庭の状況等をもう一度みなが

らやる。導入するときにはいろんな方法

があると思います。弁当方式以外では、

三中でしたら食堂、それも保護者会の方

が自主運営という形でやっておられる。

そういう形もあるだろうし、あるいは、

単純にいえば自校方式、あるいはセンター

方式とか、あるいは高槻市でしたか、以

前に検討された親子方式、小学校でつくっ

て、隣の中学校へ配達するとか、いろん

なやり方があります。そういうやり方も

含めて、本当に教育的な観点、財政的な

面も含めて、両方から摂津の子どもたち

にとって、先ほどの御質問の中に、子ど

もたちの食生活、栄養のバランスとか、

食育の話とかいろいろ出ておりますけれ

ども、そういうことを総合的に勘案して、

摂津市の中学校給食は、どうあるべきな

のか。もし導入するんだったらどういう

やり方があるのかとか、これから５年間

という間にという話ですから、私はじっ

くり情報も収集しながら、そのあり方そ

のものを、議会の皆様方の御意見も聞き

ながら、また、私どもでも検討して、最

終的に決定していきたいと、そのように

思っております。

○柴田繁勝委員長　続いて、南野委員。

○南野直司委員　安藤委員のほうから質

問がありましたし、先の本会議の代表質

問に対しての答弁と重なるところもある

と思いますが、よろしくお願いいたしま

す。

　予算書の歳入のほうからお聞かせいた

だきたいと思います。３１ページです。

　１点目です。青少年運動広場使用料２
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３０万円についてでございます。この２

３０万円についての中身について、お聞

かせいただきたいと思います。

　予算書のほうには、照明設備の使用料

はついてなかったように認識しておりま

す。中学で二中と四中のほうはついておっ

たように思います。その辺も含めて、中

身についてお教えいただきたいと思いま

す。

　それから、二つ目に、同じく３１ペー

ジの温水プール使用料７０７万３，００

０円についてでございます。これも中身

についてお聞かせいただきたいと思いま

す。

　例えば、小学生、中学生、どれくらい

の人が年間使用されているのか、聞きた

いと思います。

　それから、三つ目です。予算概要の１

０６ページ、教育相談事業、先ほどから

ありましたけれども、１，７８７万８，

０００円についてでございます。これも、

具体的な事業の中身について、お聞かせ

いただきたいと思います。

　それから、予算概要の１１０ページで

す。

　１点目は、スクールガード・リーダー

配置事業５４万６，０００円。それから、

学校教育相談員配置事業、新規の分で４

２７万８，０００円。それから、使える

英語プロジェクト事業２２０万円。この

三つについても、先ほどから出ています

けれども、事業の中身について、内容に

ついて、お聞かせいただきたいと思いま

す。

　それから、１２０ページの就学前教育

推進事業４９７万６，０００円について

でございます。就学前教育実践の手引き

の策定について、そのねらいと方向性、

また、作成方法について、それぞれ御答

弁をお願いします。

　就学前教育推進検討委員会の取り組み

なども、あわせてお聞かせいただきたい

と思います。

　それから、文化財保存継承事業２６３

万７，０００円についてでございます。

先ほどから出ていますけれども、これも

旧教育研究所を民具・農具・発掘調査遺

物の保管場所等として利用しますと。ま

た、第６集会場を文化財としての活用に

向け、調査を行いますということでござ

います。

　吹操跡地の明和池から遺物が出たとい

う話でありまして、この旧教育研究所は

淀川から近いという話も出ておりまして、

いろいろそんなことも含めてということ

がありましたけれども、この間も私、言っ

ておりましたけれども、そういった文化

財は、土器等々の保存という観点もある

んですが、やっぱり多くの方に見ていた

だく分も大事な考え方かなと思います。

特に、子どもたちですね、摂津市にはこ

ういうのが、古い土器があるよという部

分ですね。

　例えば、コミュニティプラザであった

り、それから、こういう観点もちょっと

考えたんですけれども、この５月にこど

もフェスティバルがありまして、例えば、

一つのブースをキープされて、そこでちょっ

と展示する等々、多くの人がフェスティ

バルなんかに集まってきますので、多く

の方に、これは子どもたちも含めて、見

ていただくこともできるのか。これは案

ですけれども、そういう考えについて、

どのように考えておられるか、お聞かせ

いただきたいと思います。

　それから１３０ページ、摂津市民図書

館等協議会事業１９万円についてでござ

います。条例のほうも議案として出てお

りますけれども、先に事業の内容につい

て、具体的な部分をお聞かせいただきた
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いと思います。

　それから、補正予算のほうで聞きたい

と思います。これは６９ページ、学校管

理費の空調機設置工事３億１，５００万

円についてでございます。全小学校への

普通教室へのエアコンの設置について、

代表質問でもさせていただきまして、財

政が厳しい中、本当に地球温暖化の影響

によります気温の上昇ということがいわ

れておりますけれども、本当に夏の暑い

中、子どもたち勉強しておりまして、平

成２４年からですけれども、そういった

涼しい環境の中で、勉強ができるという

ことで、本当にこれは高く評価するとこ

ろであります。

　この工事の具体的な中身といいますか、

細かい部分になるかもしれませんが、そ

れは学校によって違うと思いますけれど

も、工事の中身について、具体的な部分

をお聞かせいただきたいと思います。

　それから、同じく学校給食費の小学校

給食調理室改修工事２億６，６９５万９，

０００円についてでございます。味舌体

育館の撤去・解体工事も含めた工事の具

体的な中身について、お聞かせいただき

たいと思います。

　それから、次に７３ページの公民館費

の修繕料１，２６０万円についてでござ

います。これも具体的な中身についてお

聞かせいただきたいと思います。

　それから、７５ページ、図書館管理費

の修繕料７８５万４，０００円について

でございます。これも、中身についてお

聞かせいただきたいと思います。

　１回目は、以上です。

○柴田繁勝委員長　小林課長。

○小林生涯学習スポーツ課長　それでは、

生涯学習スポーツ課にかかわります３点

について、御答弁させていただきます。

　１点目、歳入の青少年運動広場使用料、

２３０万円の中身でございますけれども、

これは青少年運動広場、平成２１年度実

績でいきますと９０９件、１１万２，０

００人以上の方に御利用いただいており

ますけれども、そこの施設を利用してい

ただきます施設使用料、それとナイター

施設の使用料を含めて、計上させていた

だいております。

　平成２３年度は、ナイター期間を延長

するということで、平成２２年度に比べ、

増額の予算を組ませていただいておりま

す。二中、四中のナイター使用につきま

しては、予算書の３２ページの学校施設

等使用料の中の運動場照明設備使用料、

こちらのほうで計上させていただいてお

ります。

　続きまして、温水プールの予算の中身

でございますけれども、温水プール、多

くの幼児の方から高齢者の方まで、健康

増進施設として、御利用いただいておる

わけでございますけれども、平成２１年

度実績でいきますと、一般遊泳、水泳教

室、夏休みの無料開放、この三つに大き

く分かれると思うんですけれども、一般

遊泳の利用では、小・中学生の多くの方

に利用していただいております。

　全体で３万１，０００人中、１万３，

０００人が幼児・小学生の方の御利用を

いただいておりますし、水泳教室に至り

ましては、４万６，０００人中、４万人

ぐらいの方が幼児、例えば、親子教室で

あったり、学童の教室に入っていただい

ております。

　また、夏休みの無料開放には、２，４

００名程度の方が参加していただいてお

ります。金額の内訳でございますけれど

も、温水プールの入場料、それにあわせ

まして回数券というのも発行しておりま

す。その回数券の売上料金も含めまして、

温水プールの使用料として計上させてい
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ただいております。

　次に、文化財であったり、吹田操車場

跡地から出てきた遺物等を、こどもフェ

スティバル等、いろんな機会を通じて、

多くの人に公開、展示してはどうかとい

う御提案でございますけれども、やはり

私どもも出土した遺物を、これは摂津の

財産でございますし、後世に伝えていく

べき物であると考えております。

　そのようなことから、以前には公民館

での巡回展示もさせていただきました。

先ほど御説明もさせていただきましたよ

うに、教育研究所はもとより、市内の公

民館であったり、コミュニティプラザで

あったり、いろんな公共施設が市内には

ございます。

　そういったところでの巡回展も一つで

ありますし、御提案いただきましたこど

もフェスティバルであったり、生涯学習

フェスティバル、こういったところで、

多くの方が埋蔵文化財、文化財に余り関

心のない方が来られるようなイベントな

どにも、そういった物を展示して、改め

て摂津の歴史を感じていただく。また、

興味を持っていただく。

　特に、子どもについてはそういった物

に触れていただくとか、そういったこと

をすれば、よりよい効果的な事業展開に

なるのではないかと考えております。

○柴田繁勝委員長　以登田参事。

○以登田教育総務部参事　教育相談事業

の内容についての御質問にお答えいたし

ます。

　教育指導嘱託員の報酬ということでご

ざいますが、これは、教育相談をしてお

ります者で、進路選択及び不登校対応の

ための教室の指導等を行っている者、そ

して、カウンセラーでございますが、心

理治療に当たっている者、そして、小学

校に週に各１日派遣しています、スクー

ルカウンセラーの報酬というものが、こ

れに当たります。

　それから、報償費でございますが、スー

パーバイザー、相談機関でそれぞれ難し

い事例等がございましたら、このスーパー

バイザーに相談いたしまして、今後の方

向性とかを相談させてもらうための費用

ということでございます。

　消耗品費は、テスト用紙だとか、記録

用紙、そしてそれをつづるファイル等の

物に充てています。

　そして、庁用器具費でございますが、

心理検査だとか、発達検査をする検査器

具、これを購入予定としております。

○柴田繁勝委員長　前馬次長。

○前馬総務部次長　それでは、学校教育

課にかかわる３点の御質問に、御答弁申

し上げます。

　まず、スクールガード・リーダーの配

置事業でございます。警察ＯＢを地域学

校安全指導員を、これをスクールガード・

リーダーと呼んでおりますが、配置して、

子どもの通学、あるいは下校の安全見守

りを行っております。実際に、巡回指導

を行いながら、見守りをするとともに、

地域の見守り体制をより強化するために、

指導もいただいておるところでございま

す。

　具体的には、おおむね週３回、各小学

校を順番に巡回しながら、通学路の危険

な場所があれば、校長にそれを知らせた

り、市教委のほうへ来て、さまざまな危

ない問題行動であるとか、危険箇所につ

いて知らせていただいております。

　効果といたしましては、本市での不審

者情報が平成２０年度は６０件、平成２

１年度が４６件であったものが、今年度

は２月末の時点でございますが、２５件

と、減っております。これは、教育委員

会のほうが把握しておる数でございまし
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て、全体ではないかもしれませんが、我々

が把握しておる数字が減ってきていると

いう効果がございます。

　続きまして、学校教育相談員配置事業

でございます。新採から６年目以内の教

職員が、小学校では約４０％、中学校で

は約３０％存在します。もちろん、若い

力で、学校教育に非常に意欲を持って取

り組んでおるところではございますが、

片方で、経験というものが大変少ない状

況がございます。

　その中で、人材育成が本市の学校現場

では非常に大きな課題となっております。

そのような状況を支援するために、元教

員を、具体的には元校長を考えておりま

すが、２名配置しまして、新任の教職員

の指導を中心に小・中学校を巡回し、研

修の支援を行っていく予定をしておりま

す。

　また、一方で、学校はさまざまな課題

を抱えております。学校経営をめぐりま

して、管理職が非常に悩む機会もふえて

おります。配置される元校長は、その経

験を生かしまして、学校経営にかかわっ

てのアドバイスを行うことについても期

待しておるところでございます。

　続きまして、使える英語プロジェクト

事業に関しましては、先ほど安藤委員の

御質問にも御答弁申し上げましたが、と

にかく使える、あるいはコミュニケーショ

ンの手段として英語というものを常に考

えられるような、そのような児童生徒を

育成してまいりたいと考えています。

　英語教育支援員を小・中学校に配置す

る。あるいは、英語を放課後に学んだり

できるような英語教室を整備する。

　また、ネイティブを配置することで、

その発音に触れることができる。そのよ

うなことの中から、使える英語として、

身につけていくことを目指すものでござ

います。

　なお、モデル中学校区で２年間研究に

取り組みまして、そのほかの学校に研究

発表会、あるいは、公開授業等を通して、

この成果を発信し、市全体でこの成果、

あるいは財産を共有していきたい、その

ように考えております。

○柴田繁勝委員長　池上館長。

○池上市民図書館長　それでは、市民図

書館にかかります２点の御質問に、御答

弁申し上げます。

　１点目は、議案第１８号で審議をいた

だくことになっております、市民図書館

等協議会に関する御質問に御答弁申し上

げます。

　その件につきましては、現行の摂津市

民図書館協議会があるわけなんですけれ

ども、この協議会につきましては、図書

館法第１４条２項によります、市民図書

館長の諮問を受け、市民図書館の事業に

ついて、館長に意見を述べる機関として、

位置づけたものでございますけれども、

この４月から指定管理者制度が導入され

ますことから、公立図書館の運営に住民

の意思を反映する制度としまして、今後

も必要なことから、図書館法に基づく図

書館協議会の機能を加えまして、指定管

理者の図書館運営について、評価・モニ

タリングをする第三者機関として、役割

を担っていただくという目的のために、

市民図書館等協議会を立ち上げるもので

ございます。

　この事業の内容としましては、先ほど

言いましたように、図書館運営について

の評価・モニタリングの第三者機関でご

ざいまして、年１９万円を計上している

わけなんですけれども、年３回程度の開

催を持ちまして、教育委員会への諮問機

関として、今回は位置づけておる関係な

のでございますけれども、その分につい
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ては、委員報酬としましては、６，９０

０円の９名掛ける３回ということで、１

８万６，３００円を計上。あと、それに

かかる食糧費としまして、３回計上しま

すから、約２，４００円ということで、

１９万円を計上しているところでござい

ます。

　次に、２点目の修繕料として計上して

おります屋上防水の修理に関してでござ

います。この分につきましては、平成２

２年度に２階のレファレンス室等に雨漏

りがございまして、修理も重ねておるわ

けなんですけれども、この分については、

応急処置的に部分的な修理しかできてお

りません。

　あと、特殊建築物調査におきましても、

指導・指示を受けました。ひび割れ等が

発見されております。その関係上、修繕

を万全なものにするために、今回の、住

民生活に光をそそぐ交付金の対象となり

ますことから、繰越明許費をいただき、

全額を繰り越して修繕料を執行するもの

でございます。

○柴田繁勝委員長　大橋課長。

○大橋学務課長　そうしましたら、学務

課にかかわります２点の御質問に、御答

弁申し上げます。

　まず、就学前教育推進事業でございま

すが、これは平成２４年４月のべふこど

も園開設にあわせて就学前教育実践の手

引きを策定しようとするものでございま

す。

　こども園の開設につきましては、就学

前教育の充実の一手法、一手段であると

いうふうに考えておりまして、このべふ

こども園で用います具体的なカリキュラ

ムについては、現在、べふの幼稚園教諭、

並びに保育所の保育士が携わりながら検

討中なわけなんですけれども、本市教育

委員会としましても、この就学前から小

学校への円滑な接続というものの実現を

踏まえたときに、やはり幼稚園、保育所

の区分なく小学校就学前のすべての子ど

もたちに対する、市として統一的な教育・

保育目標やその考え方をあらわす、本市

における就学前教育実践の指針となるよ

うなものとして、就学前教育実践の手引

きということを想定しております。

　したがいまして、その対象といたしま

しては、公立の幼稚園、保育所にとどま

らず、私立の幼稚園、保育園、更には就

学前の子どもたちが集う施設や各御家庭

でも、参考にしていただけるようなもの

について考えております。

　その中身については、具体的には、例

えば、今年度に実施いたしました就学前

教育の充実のためのアンケートの中で調

査をいたしました、身につけておきたい

生活習慣、しつけといったことの結果の

分析、そのようなことを反映させながら、

策定していきたいというふうに考えてお

ります。

　また、策定方法なんですけれども、現

在、公立の幼稚園教諭並びに保育所の保

育士が中心となって組織しております、

就学前教育推進検討委員会、このメンバー

が中心になりながら、更に私立の幼稚園、

保育園、更には、小学校の教職員の方々

にも御参画いただきながら、策定委員会

的なものを組織して、練り上げていきた

いというふうに考えております。

　次に、摂津小学校の給食場の新設工事

でございますが、摂津小学校の給食場に

関しましては、児童数に比して非常に狭

隘、かつ老朽化が進んでおります。その

給食室のドライ化改修工事の実施をさせ

ていただくわけなんですけれども、同様

に著しい老朽化が課題であった味舌体育

館を撤去して、その跡地に建設をさせて

いただくもので、平成２３年度の夏休み
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に入ってすぐに、体育館の撤去工事を実

施してまいりたいと。

　恐らく、その工事が９月の中旬ごろま

でかかるであろうということを想定して

おりますので、その後、給食調理場の新

設工事に着手するとともに、給食の配ぜ

ん等に使用するエレベーター等の新設工

事にも、着手をしてまいりたいというふ

うに考えております。

　最終的には、平成２３年度の３月中旬

ごろの完成を予定しております。

○柴田繁勝委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、私のほうか

ら、小学校のエアコン設置についての工

事の具体的内容ということで、御答弁さ

せていただきます。

　大まかなスケジュールにつきましては、

先ほどの答弁で申し上げましたが、予定

といたしまして、６月議会の議決後に工

事を着手して、１１月の下旬までには竣

工させるということでございます。具体

的な内容ということでございますが、お

おむね夏休みの間に、教室内に室内機の

設置ということになろうかと思います。

　また、細かな詳細につきましては、業

者の選定後、各学校と協議しながら、進

めていきたいとは考えておりますけれど

も、おおむね室内機から設置をし、また、

並行して、足場を組み、その冷媒管の配

管工事、それは室外機を屋上に置きます

ことから、屋上から冷媒管を通すという

ことになろうかと思います。

　それに、受変電設備キュービクルから

の動力等の電気の配管等もございますの

で、その分も屋上まで引き上げる工事も

必要となってまいります。ですので、お

おむね夏休みだけでは、とても間に合い

ません。設置する箇所が、多い学校で約

２５教室程度のところもございますので、

おおむね室内の工事につきましては、夏

休みを重点的に行いまして、２学期から

の授業の影響のないように進めてまいり、

その後、土・日曜日を使いまして、授業

に影響がないようにできるだけ進めてい

きたいと思っております。

　なお、屋上等での工事につきましては、

授業に影響がない範囲で進めていきたい

というふうに考えておるところでござい

ます。

　なお、１１月下旬をめどに、工事を進

めてまいって完了しましたら、冬場の暖

房から稼働させていただくということで、

今現在使っておりますストーブ等につき

ましても、これはもうエアコンの暖房を

使用していきたいなというふうに考えて

おりますので、よろしくお願いいたしま

す。

○柴田繁勝委員長　上参事。

○上生涯学習スポーツ課参事　公民館費

の修繕料１，２６０万円につきまして、

御説明いたします。

　内容につきましては、新鳥飼公民館屋

上に設置しています高圧受電設備の更新

でございます。昭和５６年のオープンか

ら設置しており、２９年経過し、経年劣

化が進み、キュービクル内の各電気機器

も傷んできているため、公民館の電気の

安定供給を図るために、更新をお願いす

るものでございます。

　あわせまして、委託料で、設計委託料

９２万７，０００円を計上いたしており

ます。

○柴田繁勝委員長　南野委員。

○南野直司委員　まず、１点目の青少年

運動広場の使用料で御答弁いただきまし

て、今回、条例改正でお出しいただいて

いますように、１年間通して、これは午

前８時から午後９時という使用でありま

して、ナイター設備も使われるかなと思

うんですけれども、他市の何人かの方か
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ら、摂津市の青少年広場のナイター設備

は高いんちゃうかということで、何度か

言われまして、市内に住んでおりました

ら、減免等々が団体で使えるんですけれ

ども、ちょっと茨木だけですけれども、

調べてみましたら、２，９００円という

のはなくて、２，５００円以内でした。

　ルクスとか、ワット数とかでやっぱり

値段が違ってくるのかなと思うんですけ

れども、その辺もまたもし御検討いただ

けるのであれば、検討いただくように、

これは要望としておきますので、よろし

くお願いします。

　それから、二つ目の温水プール使用料

について、内容について、御答弁いただ

きました。かなりの子どもたちも利用し

ているということで、１万３，０００人、

それから、教室のほうは４万人が、使用

しているということで、御答弁いただき

ました。

　今、プールと違いますけれども、体育

施設で市民体育館もなくなって、それか

ら、味舌体育館もなくなるという、ちょっ

とネガティブな中、ホットなことはない

かなと、私ちょっと考えておりまして、

プールの使用料については、六つの内容

の減免があるわけなんですけれども、も

し可能であれば、これはせめて小学生だ

けでも、これは２年生以下は無料ですよ

ね、３年生から有料になるんですけれど

も、あれを発行してもらうんですよね。

小学生という証明。それを持っていたら、

半額なんですね。それを忘れたら、その

まま２２０円かかってくるということが

あるんですけれども、小学生だけでも、

これは無料にしてあげてくれないかなと、

多くの保護者の方から、これは御要望が

あります。

　実際、あそこは時間制になっておりま

して、１分でも超えてしまったら、追加

料金になるわけで、そういったこともあ

りまして、もし可能であれば、そういう

ことも視野に入れていただいて、今後の

検討課題として上げていただきますよう

に、よろしくお願いいたします。これも

要望としておきます。

　それから、三つ目の教育相談事業につ

いて、その中身について御答弁いただき

まして、ホームページを見ておりました

ら、先ほどから出ております、学生ボラ

ンティアによる、さわやかフレンド派遣

事業ということで、フレッシュな学生ボ

ランティアが、学校に登校できない小・

中学生に対して、話し相手になったり、

遊び相手となり、自立への支援を行うと

いうことであります。これは、本当にす

ばらしい取り組みだと思っております。

　これをみてまして、余り年の離れてい

ない、学生ですからお兄さん、お姉さん

という状態で、友達になってという観点

でされているのかなと思うんですけれど

も、今何名ぐらいがこれに派遣として入

られているのか、何名ぐらい募集されて、

どのようなことで現場でされているのか、

お聞かせいただきたいと思います。

　それから、スクールガード・リーダー

の配置事業について、御答弁いただきま

して、警察官のＯＢの方が週３回、各小

学校を回っておられて、危険箇所を見て

おられるということで、私も朝とか、交

差点に立たせていただいて、何度かお会

いさせていただいたりするんです。校長

先生とは、いろいろやりとりされており

まして、不審者の車等々、あると思うん

です。

　ちょっと思いますのは、子どもたちの

見守り隊とか、下校時とか、朝の旗持ち

当番とか、安全対策を進める上で、やっ

ぱりＰＴＡが主体となってやっていると

ころが結構、摂津小学校はそうなんです
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けれども、いろいろ子どもたちの安全対

策を進めていこうかという話をしている

中に、もしそのような警察官のＯＢのス

クールガード・リーダーに入っていただ

いて、何かアドバイスでもいただいたら、

また、違った観点から子どもたちの安全

対策に反映できるかなと思いまして、そ

ういう観点で、もし可能であれば、そう

いったことも視野に入れて、今後検討課

題にしていただければ、ありがたいと思

います。これは要望としておきます。

　次に、学校教育相談員配置事業につい

てでございますが、２名の方で各学校を

回られて、６年以内の先生の相談に乗っ

たり、バックアップしていくということ

で、御答弁ありまして、大事な取り組み

だと思います。また、継続して、実施し

ていただくように、これは要望としてお

きます。

　それから、次の使える英語プロジェク

ト事業についても、一つの中学校区でさ

れて、それからその結果をみて、できた

ら全中学校区にということであったと認

識いたします。

　本当に、英語というのは大事な部分で

ありますので、この結果をみてからとは

思いますけれども、全中学校区、小学校、

中学校に入っていただけるように、これ

は施策の充実を更に図っていただくよう

に、よろしくお願いいたします。これも

要望としておきます。

　それから、次の就学前教育推進事業に

ついて、御答弁いただきました。第９回

の就学前教育推進検討委員会のまとめと

いうことで、私も見させていただきまし

て、物すごく大事なことで、すごい取り

組みをされているなと、本当に私自身思

いまして、いろいろ読んでいる中でいわ

れております、つながりというキーワー

ドがそこの中に入っているような気がい

たしました。

　就学前教育の充実と、また小中一貫教

育の推進を更に進めていただきまして、

小中一貫、また幼保も合わせてですけれ

ども、９年間合わせて、就学前プラスで

すけれども、更に推進を図っていただく

ように、これも要望としておきます。

　次の文化財保存継承事業について御答

弁いただきまして、そのようにあらゆる

機会を通して、そういった埋蔵文化財で

あったり、それから、土器であったり、

多くの方に見ていただくということで、

御答弁いただきました。

　いろいろ課題もたくさんあると思いま

すけれども、また今後そういった形で多

くの皆さんに、特に子どもたちに見てい

ただくような施策の充実をお願いしてお

きます。これも要望としておきます。

　それから、摂津市民図書館等協議会事

業の中身について、御答弁いただきまし

て、この際お聞きしたいんですけれども、

これは第２次摂津市子ども読書活動推進

計画が、平成２２年６月に策定されまし

て、その中の市民図書館等における読書

活動の充実と課題としまして、１７項目

の施策の内容がこの第２次摂津市子ども

読書活動推進計画に掲載されております。

　これは、本当に図書館というのは、読

書活動の中心的な位置づけにあると認識

いたしますし、もちろん子どもたちは、

学校であったり、家庭であったり、読書

に一生懸命取り組んでいるんですけれど

も、更に今回４月から指定管理者制度と

いうことで、図書館がなりますので、子

どもたちも気軽に利用できる図書館にな

らないとあかんなと、本当に認識してい

るところなんですけれども、ここでお聞

きしたいんですけれども、この第２次摂

津市子ども読書活動推進計画に、これは、

平成２２年６月から２７年３月までの、
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おおむね５年の取り組みということになっ

ていますけれども、年次ごとに目標等々

設定されておると思うんですけれども、

今の結果などをお聞かせいただければあ

りがたいなと思います。

　次に、エアコンの設置につきまして、

工事の内容についてお聞かせいただいた

んですけれども、エアコンが設置される

ということは、今あるストーブ等が、今

度はなくなってくるのかなと思うんです

けれども、ランニングコストは、灯油が

少なくなって電気代が今後かかってくる

わけですけれども、どれぐらいと読んで

おられるのか、お聞かせいただきたいな

と思います。

　次に、給食調理場の改修工事について

御答弁いただきました。今、味舌体育館

を撤去されてという形になるんですけれ

ども、ちょっと心配なのは、アスベスト

等々の心配なんかないのかなと思うんで

す。その辺、もしお聞かせいただけたら

と思います。

　それから、公民館費の修繕料というこ

とで御答弁いただきました。新鳥飼公民

館の改修工事ということで、御答弁いた

だきました。公民館におきましては、私

ずっと言っておりますように、バリアフ

リーを更にちょっとずつでございますけ

れども、ぜひ地域の皆さんが使う拠点に

なっていますので、バリアフリーにまだ

まだなっていないところもありますし、

推進していただけるように、これ要望と

しておきます。よろしくお願いします。

　それから、図書館管理費の修繕料で御

答弁いただきました。先ほど、住民生活

に光をそそぐ交付金ということで、御答

弁いただいたんですけれども、この際お

聞きさせていただきたいんですけれども、

もう一つ、きめ細やかな交付金というの

がありまして、今まで安全・安心な学校

づくり交付金、これは耐震等に主に使う

のかなと思っていたら、校内ＬＡＮの工

事とかに使われてたり、用途がもう一つ

よくわかってないんですけれども、その

辺、もしこの交付金はどんな用途に使っ

て、どんなんやと、もし答えていただけ

るのであれば、よろしくお願いします。

　２回目は、以上です。

○柴田繁勝委員長　それでは、以登田参

事。

○以登田教育総務部参事　それでは、適

応指導教室での学生ボランティアのさわ

やかフレンドにつきまして、お話をさせ

ていただきます。

　現在、学生の登録ですけれども、２０

名の登録をしております。そのうち３名

が大学院の心理学の実習生というような

形で来ております。

　そして、登校支援だとか、引きこもり

の対応で、６名が家庭派遣に行っており

ます。そして、学校派遣として、学校へ

は来るけれども、教室に入りにくいよう

な子どものケアのような形で、４名がそ

こに張りついております。

　そして、適応指導教室のパルで１日に

つき２人ぐらいで５日間、１０人という

ことで、２０名でしておりますけれども、

どれぐらいの人数がいたらいいかという

ことなんですけれども、実際、活動でき

るのは、今のような数でいいんですけれ

ども、実は学生もその都合のいい曜日が

ございますので、こちらも来てほしい曜

日がありますので、必ず一致しないんで

すね。ですから、実稼働は２０名ぐらい

でいいんですけれども、実際に登録をい

ただくのは２５名から３０名ぐらいの登

録数がいただけたら、お互いに来やすい

曜日にお願いしますという形にはなるか

なというふうに思っていますが、今のと

ころ２０名の登録の中で、割り振りなが
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らこの曜日にお願いしますというふうな、

いけるかなというふうな相談もしながら、

進めておるというところでございます。

○柴田繁勝委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、私のほうか

らエアコン設置とアスベスト、それと、

安全・安心な学校づくり交付金の御質問

に、御答弁させていただきます。

　まず、ランニングコストということで

ございますけれども、我々関西電力から

の資料もいただきながら試算をしてまい

りました。もともと、小学校では、夏場

の空調というものがございませんでした

ので、当然にして電気代が増加するとい

うことでございます。

　一応、試算いたしましたのは、夏場の

６月、７月、そして９月の３か月間と、

冬場の１１月、１２月、１月、２月の４

か月間を、他の教室でも授業等もござい

ますので、特別教室等もございますので、

その分１日当たり約５時間程度稼働させ

たということで、試算をしております。

　その結果、全１０校合わせまして、電

気代として約１，３６０万円の電気代が

かかるということでございます。大体１

教室当たり、年額にいたしますと、約６

万５，０００円という試算でございます。

　冬場のストーブに使っておりました灯

油代でございますけれども、この灯油に

関しましては、燃料費として約７０万円

の減ということで試算をしております。

　また、今まで教職員の方々が、灯油を

ポリタンクに入れて、各教室に階段を上っ

て運んでいただきました。それも、大変

御苦労があったと思いますけれども、そ

の負担の軽減にもつながるかなというふ

うに思っております。

　続きまして、アスベストでございます。

アスベストの件につきましては、平成１

７年に当時取り上げられまして、摂津市

におきましても、文部科学省からの通達

によりまして、市内公共施設、教育施設

等々検査をしております。

　建築住宅課のほうで、市全体の公共施

設を取りまとめていただきまして、まず

最初に図面からアスベストが使用されて

いるかどうかということでの調査をすべ

て行っていただいております。

　その結果、現味舌体育館につきまして

は、アスベストの使用はないという結果

が出ておりますので、報告させていただ

きます。

　続きまして、安全・安心な学校づくり

交付金ということで、中身のメニューと

いうことでございますけれども、これは、

もともと各補助金、義務教育施設等整備

費補助金ということで、分かれておりま

した。それが、一元化されまして、安全・

安心な学校づくり交付金というものに統

括されて、毎年施設整備計画というもの

を提出して、ある一定程度の流用がその

施設計画の中で示されておりましたら、

ある程度、流用が利くというような交付

金ということで、説明を受けてまいりま

した。ですので、中には、メニューとい

たしまして、耐震工事をはじめまして、

校内ＬＡＮ、またバリアフリーの障害者

対策、また、学習環境改善ということで

の今回のエアコン設置、そしてまた、ト

イレの改修等、大規模改修、それと今回

も摂津小学校で行います給食調理場とい

うものがすべて、安全・安心な学校づく

り交付金ということで、統括されたとい

うことでございます。

○柴田繁勝委員長　池上館長。

○池上市民図書館長　市民図書館にかか

わります、第２次摂津市子ども読書活動

推進計画についての御説明を申し上げま

す。

　この計画期間としましては、南野委員
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も言われましたように、平成２７年３月

までの５年間としております。

　この計画の目指すものとしましては、

子どもが本に興味関心を持ち、本と仲よ

くなり、もっと読みたい、習慣化してずっ

と読んでいるといった子どもが、１人で

も多く育つようにするために、学校・家

庭・地域において、本に親しむことので

きる環境づくりが必要ということを目標

としております。

　計画の目標としましては、４点大きな

項目がございます。

　１点目としましては、家庭・地域・学

校等における子どもの読書活動の推進を

図ります。２点目、子どもの読書活動の

啓発、広報活動の推進を図っていくと。

３点目、子どもの読書活動にかかわる人

材の育成、活動支援。４点目、子どもの

読書活動推進のための関係機関等の連携

を図っていくと。

　あとは、主要施策としまして、それぞ

れ庁内で５課のもとで、この協議を重ね

まして、このような計画ができたわけで

ございますから、今後もこの５課の庁内

連絡会議等を持ちまして、検証、目標の

進捗状況の管理をしていきたいと、この

ように考えております。

○柴田繁勝委員長　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　御質問の、きめ細

かな交付金、それから、住民生活に光を

そそぐ交付金ということで、所管として

は、総務常任委員会になろうかと思いま

すけれども、私どもが把握しておる範囲

で御説明させていただきます。

　これは、どちらも地域活性化交付金と

いうことで、平成２２年１０月８日、閣

議決定されまして、円高、デフレ対応の

ための緊急総合経済対策ということで、

二つ交付金がつくられております。平成

２２年１２月１７日に決定いたしており

まして、きめ細かな交付金につきまして

は、地域の活性化ニーズに応じて、きめ

細かな事業をするということですけれど

も、簡単に申しますと、この交付金を使っ

て、地域の景気対策ということであろう

かと思います。

　それから、住民生活に光をそそぐ交付

金につきましては、用途を申しますと、

これは、概要でございますけれども、今

まで光が十分に当てられてこなかった分

野、例えば、地方消費税行政、ＤＶ対策、

自殺予防等の弱者対策、自立支援、知の

地域づくりに対する地方の取り組みを支

援するということで、交付金設定がされ

ております。

　それで、この図書館に充てております

ものは、この住民生活に光をそそぐとい

うことで、この知の地域づくりというこ

とで、図書館というのはそういう施設で

あるということで、今回の修繕費に充て

させていただいたということでございま

す。

　該当するものについては、この閣議決

定されました平成２２年１０月８日以降

に、補正計上されたものが該当するとい

うことでございますので、今回上げさせ

ていただいたところでございます。

○柴田繁勝委員長　南野委員。

○南野直司委員　三つの交付金に関しま

して、丁寧に御答弁いただきまして、私

も勉強しておきますので、ありがとうご

ざいました。

　教育相談事業について御答弁いただき

まして、今２０名ということでありまし

た。本当にこれは私自身もすばらしい取

り組みだと思いますし、学生たちが家庭

訪問されてという、すばらしい取り組み

だと思います。更に、充実していただけ

ますように、よろしくお願いします。

　新年度からまた新たな名称で、スター
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トということで、関係機関とまたネット

ワークをとっていただいて、更に子ども

たちの支援をよろしくお願いします。要

望としておきます。

　それから、第２次摂津市子ども読書活

動推進計画について御答弁いただきまし

た。この推進計画も大事ですし、子ども

たちを含めたあらゆる方が、本に親しむ

ことができる環境の整備を図書館として

は図っていただくように、よろしくお願

いいたします。要望としておきます。

　クーラーの設置についてのランニング

コストと、それからアスベストの問題に

ついて御答弁いただきました。これは、

給食調理場のほうの味舌体育館はアスベ

ストは使ってないと、大丈夫ですという

ことで、それから、クーラーのほうは、

１，３６０万円、電気代が今後はかかっ

てくると。でも、先生が３階に灯油を持っ

ていかなくてもいいということでありま

すけれども、わかりました。

　今後、学校施設の改善については、耐

震の問題やさまざまな課題がありますが、

子どもたちが快適にまた安全・安心して、

学校生活が送れるようによろしくお願い

します。これも要望としておきます。

　以上で、終わります。

○柴田繁勝委員長　暫時休憩をいたしま

す。

（午後４時３７分　休憩）

（午後４時３８分　再開）

○柴田繁勝委員長　それでは、再開いた

します。

　本日の質疑、この程度でとどめおきま

して、１６日にまた残っておられる皆さ

んの質疑を受け、その後、条例に入って

いきたいと思います。

　本日は、これで散会をいたします。

（午後４時３９分　散会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

文教常任委員長 　柴 田 繁 勝

文教常任委員  安 藤 　 薫
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